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「第６次京都市男女共同参画計画（案）」に関する 

市民意見募集の結果について 

 

 

１ 市民意見募集結果について 

（１）募集期間 

   令和７年１０月１日（水）から令和７年１１月４日（火）まで 

（２）周知方法 

ア ホームページ（京都市情報館、ウィングス京都 HP、「真の WLB」応援 WEB）      

イ 京都市公式 SNS（LINE、X、Facebook） 

ウ 共生社会推進室及びウィングス京都 SNS（X、Facebook） 

エ 若者・子育て世代向け（青少年活動センター等への配架） 

オ リーフレットの配架（市役所案内所、各区役所・支所、ウィングス京都、 

市立図書館、文化会館、国際交流会館、市内大学等） 

（３）意 見 数 

意見者数 ８９人 意見総数 ２１３件 

 

（４）属 性 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜居住地等＞ 

 人数 割合 

京都市内在住 ６２ ６９．７％ 

その他 ２３ ２５．８％ 

不明 ４ ４．５％ 

 

＜年齢＞ 

 人数 割合   人数 割合 

20歳代未満  ０ ０％  50歳代 １３ １４．６％ 

20歳代 １１ １２．４％  60歳代 ８ ９．０％ 

30歳代 １３ １４．６％  70歳代以上 ０ ０％ 

40歳代 ２９ ３３．０％  不明 １５ １６．４％ 
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（５）御意見の内訳 

区分 

関連する項目 
Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 件数 

第 1 章 

「計画策定に当たって」 
７ ０ ７ １７ ３１ 

第 2 章 

「男女共同参画を取巻く状況」 
３ ３ ３５ ３ ４４ 

基本目標 1 

「誰もが生きがい・やりがいを 

もって活躍できる社会」 

６ １ ３６ ６ ４９ 

基本目標 2 

「あらゆる暴力が根絶され、 

誰もが尊厳と誇りをもって 

生きられる社会」 

２ ３ ２５ １ ３１ 

その他 

（上記以外、全般） 
６ ４ ２９ １９ ５８ 

合計 ２４ １１ １３２ ４６ ２１３ 

Ａ：計画（案）に反映するもの 

 Ｂ：計画（案）に記載済み又は主旨に含まれているもの 

Ｃ：今後施策を検討する際に参考とするもの 

Ｄ：Ａ、Ｂ、Ｃのいずれにも当てはまらないもの 
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２ 主な御意見と第６次計画（案）への反映等について 

（区分Ａ） 

第 1章「計画策定に当たって」について 

御意見 反映ページ 反映内容（本市の考え方） 

計画の位置付けについて、複数の法律

や京都市の理念等に基づくようだが、法

律は法律、それ以外はそれ以外でまとめ

たほうが分かりやすい。 

２ 

 計画の位置付けを修正しました。 

概要版に記載のある本計画の目指す

社会について、「本計画では、誰もがそ

れぞれ幸せや生きがいを感じ、個人を取

り巻く場や地域、社会に幸せや豊かさを

もたらす社会を「ウェルビーイングな社

会」とし、その実現を目指します。」→ 

ウェルビーイングな社会の定義につ

いての記載されている文章が分かりに

くいと感じた。 

個人の幸せや生きがいと、社会に幸せ

や豊かさをもたらす効果を与えるのは、

社会なのか個人なのか、どちらもに相互

的な関係があるという意味なのか、文章

を読んで、その関係が分かりにくいと思

う。 

（ウェルビーイングの説明について、

「社会」が多用されており、意味が不鮮

明な表現となっているように感じてい

る。） 

３ 

 以下のとおり修正しました。 

 

 本計画では、誰もがそれぞれ幸せや

生きがいを感じ、個人を取り巻く場や

地域、社会に幸せや豊かさをもたらす

社会を「ウェルビーイングな社会」と

し、その実現を目指します。 

→ 

 本計画では、誰もがそれぞれ幸せや

生きがいを感じ、そのことが個人を取

り巻く環境に豊かさをもたらす社会

を「ウェルビーイングな社会」としま

す。 

 男女共同参画の推進は、性別に基づ

く固定的な価値観や行動規範の解消、

就業環境の改善などを通じて、全ての

人が暮らしやすい「ウェルビーイング

な社会」の形成に資するものです。 

 

本計画で目指すとしている「ウェルビ

ーイングな社会」の意味するところが抽

象的で、イメージしにくいと思います。

目指す社会においては、身近な事象につ

いて、どういう状態になっているのか、

いくつか例示があると分かりやすいと

思います。 

「ウェルビーイング」の実現の前提と

して、社会のあらゆる分野において、性

別による差を無くす取り組みへの後押

しや、事業実施が、行政において、男女

共同参画に課せられた使命であること、

性別による差の解消にむけて、まだ、

様々な分野でデータとして男女の差が

顕著に見られることについて課題とさ

れている。ウェルビーイングが唐突に感

じた。 

３  以下のとおり追記しました。 

 

 男女共同参画の推進は、性別に基づ

く固定的な価値観や行動規範の解消、

就業環境の改善などを通じて、全ての

人が暮らしやすい「ウェルビーイング

な社会」の形成に資するものです。 

 

 「ウェルビーイングな社会」の実現

に向け、以下の目標を設定します。 
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ウェルビーイングは「身体的、精神的、

社会的に良好な状態」であり、包括的で

広い概念であると思うが、その社会を目

指すための１つに「…健康で生きがい、

やりがいとゆとりのある暮らしを実現

できる社会」とある。 

この表現では、健康であるとは言いに

くい状況の人、やりがいを持てずにいる

人、ゆとりを感じられないでギリギリで

生活をしている人は置き去りにされて

いるような感じがする。 

もっと、「弱者」と言われる人に寄り添

ったような表現にできないか。 

どんな人にも優しく安心できる社会

をめざすことで、ウェルビーイングがか

なうのではないか。 

３ 

 御指摘を受け、以下のとおり修正し

ました。 

 

《誰もが生きがい・やりがいをもって

活躍できる社会の実現》 

誰もが個人として尊重され、自らの意

思に基づいてあらゆる分野で個性や

能力を発揮できる、健康で生きがい・

やりがいとゆとりのある暮らしを実

現できる社会。 

→ 

《誰もが生きがい・やりがいをもって

活躍できる社会の実現》 

誰もが平等に個人として尊重され、自

らの意思に基づいてあらゆる分野で

個性や能力を発揮でき、生きがい・や

りがいや幸せを感じられる社会。 

「４ 第６次男女共同参画計画の目

指す社会像」の初めの本文、「本計画で

は、誰もがそれぞれ幸せや生きがいを感

じ」という部分は、「本計画では、性別や

性的指向・性自認にかかわらず、誰もが

平等に個人として尊重され」とするこ

と。また、《誰もが生きがい・やりがいを

もって活躍できる社会の実現》の部分

は、《誰もが平等に個人として尊重され

生きがいがもてる社会》とするべきで

す。 

「困難な問題を抱える女性への支援」

が「あらゆる暴力が根絶され」という部

分のみかかっている印象があります。

「困難な問題」が「暴力」のみではない

印象になるような工夫が必要です。 

前の計画の振り返りについてのペー

ジが第 1章と第 2章の間にあった方が、

京都市がこれまでどういった施策を推

進してきたのか分かりやすいと思った。 

６  御指摘を受けて、第 1章の最終ペー

ジに第５次京都市男女共同参画計画

の評価を追記しました。 

第 2章 「男女共同参画を取巻く状況」について 

御意見 反映ページ 反映内容（本市の考え方） 

人口や世帯数についてのグラフが掲

載されているが、このデータが古いもの

のように見受けられたので、新しいもの

があれば修正された方がより良いので

はないか。 

１０ 

データを修正しました。 

Ｐ２７の家族間の暴力の内訳も明記

すべきです。 

２７ 
 御指摘の内訳を掲載しました。 
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基本目標 1 「誰もが生きがい・やりがいをもって活躍できる社会」について 

御意見 反映ページ 反映内容（本市の考え方） 

計画の中に「更年期障害」という言葉

が散見されるが、「更年期症状」にして

はどうか。 

障害とは日常生活に支障のあるもの、

症状だとそれほどではないものという

認識であり、例えば男女ともに理解すべ

きなのは「症状」の方だと思う。 

１８  御指摘を踏まえ、以下のとおり修正

しました。 

 

更年期障害 

→ 

更年期症状 

「女性活躍の推進」 → 「女性参画

の促進」 

まだまだ、女性があらゆる分野に参画

していない状況で「女性活躍」と言われ

ても「言葉だけ」という感じがする。 

まずは、土台を作るために、女性が

様々な分野に参画することが必要なの

ではないか。 

３０ 

３３ 
 御指摘を踏まえ、以下のとおり修正

しました。 

 

女性活躍の推進 

→ 

女性活躍・参画の推進 

「教育における女性活躍の推進」につ

いては、教育段階において“女性が活躍

できるよう教育する”ことが主軸である

のならば、「女性活躍推進の教育普及」

が正しいのではないか。「教育業界にお

ける女性活躍の推進」とも読み取れるの

で気になる。 

３０ 

３４ 

 御指摘を踏まえ、以下のとおり修正

しました。 

 

教育における女性活躍の推進 

→ 

学校教育の場における女性活躍の推

進 

女性活躍の推進について、女性活躍の

ために女性が参画することも大事だと

思うが、今まで参画していなかった分野

に女性を参画させるためには、その環境

（女性への合理的配慮）を整えることが

必要であり、その記載が必要と感じた。 

３３  以下のとおり追記しました。 

 

「○ 女性の参画を拡大するために

は、周囲が参画の意義・必要性を理解

し、状況に応じた合理的な配慮がなさ

れることが必要です。」 

ウィングス京都において、テーマ型の

集まりを企画し、それを地域とも交流で

きる場にすれば、地域の活性化にも貢献

できると思った。 

３６  御指摘を踏まえ以下のとおり、追記

しました。 

 

「また、男女共同参画センターとして

の機能の充実に努めつつ、優れた立地

環境も活かし、周辺施設等と連携した

魅力ある公共空間・エリアづくりに取

り組み、誰もが気軽に男女共同参画に

関心を持ち、触れることのできる環境

を整備します。」 

 

 ウィングス京都の運営において、よ

り地域に開かれ、地域社会の活性化に

貢献できるよう、テーマ型の集まりの

企画や地域との交流に向けた具体的
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な方策について、関係部署と連携しな

がら検討を進めていきます。 

誰もが性やそれに伴う身体的特徴に

ついて理解し → 誰もが性の多様性

について理解し 

「身体的特徴」だけをここに書かなく

てもよいのではないか。 

３７ 御指摘を踏まえ、以下のとおり修正

しました。 

 

誰もが性やそれに伴う身体的特徴に

ついて理解し、 

→ 

誰もが性の多様性及び性に関する健

康課題について理解し、 

「性の多様性や性的少数者に対する

理解と促進」が明記されているが、「性

別により異なる健康課題への理解促進」

では“男女それぞれの…”と始まる。これ

らはトランスジェンダーやインターセ

ックス（性分化疾患）の人々が抱える健

康課題を透明化していると感じた。“性

別による特有な疾患等…”がふさわしい

と思う。 

３８  御指摘を踏まえ、以下のとおり修正

しました。 

 

男女それぞれに特有な 

→ 

性別により特有な 

施策方針４ 性に関する理解・尊重と

心と体の健康づくりの④について、「男

女それぞれに特有な疾病等の検査や悩

み対応等の、性差医療へのアクセスを確

保する」と記載があるが、同じく③に「妊

娠・出産期における女性を対象とした健

康診査、相談、指導等を行い、安全な出

産に向けた健康管理と、不妊について正

しく理解するための情報提供、相談体制

の充実を図ります。」とある。 

③の妊娠出産期の問題は確かにライ

フステージに関わるものであるが同時

に女性特有の問題も多く含まれており、

どちらかというと④が望ましいのでは

ないか。 

③は男女共通の問題、④は男女それぞ

れ違いがあること、性に関係のあること

という区分けが分かりやすいと思った。 

３８ 

 御指摘を踏まえ、妊娠・出産期にお

ける記載については④としました。 
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基本目標 2 あらゆる暴力が根絶され、誰もが尊厳と誇りをもって 

生きられる社会」について 

御意見 反映ページ 反映内容（本市の考え方） 

概要版 3ページで「男性被害者」のこ

とを「⑤ ＤＶをはじめとする様々な困

難を抱える女性への支援」の項目に含め

ているのは、見出しと内容が一致してい

ないのではないか。概要版を作成した担

当課の手順や体制が不安である。人手が

足りていないのではないか。 

３０ 

３９ 

 御指摘を踏まえ、以下のとおり修正

しました。 

 

 施策方針１ ＤＶをはじめとする

様々な困難を抱える女性への支援 

→ 

 施策方針１ ＤＶをはじめとする

様々な困難を抱える女性への支援等 

ＤＶセンターや「みんと」をはじめと

する相談窓口の周知強化を図ります。 

→ＤＶセンターや「みんと」をはじめ、

ウィングス京都や区役所等の相談窓口

の周知強化を図ります 

４１  御指摘を踏まえ、以下のとおり修正

しました。 

 

ＤＶセンターや「みんと」をはじめ

とする相談窓口の周知強化を図りま

す。 

→ 

 ＤＶセンターや「みんと」をはじめ、

ウィングス京都や区役所等の相談窓

口の周知強化を図ります。 

その他（上記以外、全般）について 

御意見 反映ページ 反映内容（本市の考え方） 

グラフや図について、文字がグラフや

隣の文字と重なっている、色が同色の濃

淡等で違いが分かりづらい、蛍光色で目

が疲れる等。もう少し見やすさを意識し

てもらえたらありがたい。 

－ 

御指摘を踏まえ、グラフ・図等に修

正を行いました。 

AI（人口知能）技術の進展により、男

女問わず働き方が劇的に変わってくる

ことが予想されます。特に女性は、AIに

代替される可能性が高い職種（定型的な

事務職など）が多く、このままでは女性

の失業や所得低下のリスクが高まりま

す。 

そのための視点が、今後の計画では必

要になってくると思います。 

 例えば、 

１ 理系分野への女性進出支援（女子中

高生へのキャリア教育） 

２ リスキング（学び直し）の推進（AI

に代替されにくいスキルを身につける

ための公的なリスキングプログラムの

拡充） 

一方、AIによる効率化は、男女格差是

３３ 

ＡＩ技術の進展が女性の就労にの

み影響を与えるものとは認識してお

りませんが、御指摘を踏まえ、人工知

能（ＡＩ）の普及が及ぼす就労への影

響を【現状と課題】に以下のとおり追

記しました。 

 

「この際には、近年普及が著しいＡ

Ｉ（人工知能）の活用が就労に与える

影響についても留意が必要です。」 
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正の機会にもなります。その視点での後

押しも必要になると思います。 

例えば、 

１ 多様で柔軟な働き方の普及（テレワ

ークやフレックスタイム制度などの ICT

を活用した多様な働き方の普及） 

２ 仕事と育児・介護の両立支援（男性

の育児休業取得の促進） 

いずれにせよ、AIの普及により、劇的

に働く環境が変わってくることが予想

されるなか、AIの普及に対する対応、そ

んな視点がいるのではないでしょうか。 

この計画の I-3、4 とⅡ（DVと女性が

タイトルなので適切では無いかもしれ

ない）いずれでも、触れられていないが、

京都で発生したバトントワリングの男

性指導者による男性への性加害報道な

どが直近で生じた 

指導者による加害は、パワーバランス

を鑑みると、ハラスメント等の文脈で特

に若年被害者を生まない環境づくりが

求められる。 

４０  御指摘を踏まえ、基本目標Ⅱの基本

方針１【現状と課題】に以下のとおり

追記しました。 

 

「〇 男女問わず、上下関係（社会的

立場や指導的立場等）に基づくパワ

ーハラスメントの延長として、性被

害にあうケースもあり、相談窓口の

周知をはじめ、若年層も含めた支援

が重要です。」 

性被害のうち、男性被害者が、声をあ

げにくい性別に基づく偏見に関する広

報啓発や、ケアの視点等ついて、行政分

野的には、犯罪被害者支援よりも、男女

共同参画が何らかの視点を示すべきで

はないかと感じた。 

４０ 御指摘を踏まえ、基本目標Ⅱの基本方

針１【現状と課題】に以下のとおり追

記しました。 

 

「〇 （さらに、近年、男性もＤＶや

性暴力の被害者となることが顕在化

しており、男性被害者への相談支援体

制を整えることが求められていま

す。）「ＤＶや性暴力の被害者は女性」

という固定観念によって、男性が被害

について声を上げにくい状況があり、

積極的な対応が必要です。」 

モニタリング指標に関する説明が不

足しており、位置づけがわかりにくいと

感じる。 

従業員 101 人以上の企業には、従業員

の仕事と子育ての両立を図るための雇

用環境の整備や、子育てをしていない従

業員も含めた多様な労働条件の整備な

どに取り組むに当たって、（1）計画期間、

（2）目標、（3）目標達成のための対策及

びその実施時期を定めた、次世代育成支

援対策推進法に基づく「一般事業主行動

４４  御指摘を踏まえ、以下のとおり追記

しました。 

 

 「なお、以下のモニタリング指標の

うち①（本市職員における管理職員に

占める女性職員の割合（市長部局にお

ける各年度の４月１日時点の数値））

及び②（本市職員における男性職員の

育児休業取得率）は、次世代育成支援

対策推進法及び女性活躍推進法に基

づく京都市の特定事業主行動計画に
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計画」の策定・届出、公表・周知が義務

付けられているはず。 

京都市役所の状況を単にモニタリン

グさせるというだけでなく、「一般事業

主行動計画」の策定等にあたって京都市

役所の状況を参考にするようアナウン

スするなど、モニタリング指標の位置づ

けをもう少し明確にすべき。 

おいて定める目標数値です。」 

 

 併せて、モニタリング指標について

は「輝く女性応援京都会議」などを通

じて、市の状況を周知していきます。 

今回は数値目標を設定せず、替わって

モニタリング指標を設けることとした

うえ、第４章で「本市職員における男性

職員の育児休業取得率」をモニタリング

指標の一つとしているが、一方で、現行

の京都市特定事業主行動計画では「男性

職員の 2 週間以上の育児休業の取得

率」が目標とされており、不一致が起こ

っているので、後者をモニタリング指標

とするなどして不一致を解消すべきだ

と考える。 

４４ 

 御指摘を踏まえ、当該モニタリング

指標を京都市特定事業主行動計画に

おける目標と一致させ、「男性職員の

２週間以上の育児休業の取得率」とし

ました。 
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（区分Ｂ）第 2章「男女共同参画を取巻く状況」について 

御意見 回答 

データを使ってわかりやすいです。 御意見をいただきありがとうございます。 

日本は男女共同参画が遅れているという

ことがよくニュースになっており、国際比較

のデータがあっても良いと思います。また、

どれも重要なデータと考えられますが、これ

らをまとめると、全体的に現状はどうなって

いるのか、まとめた記載があると理解しやす

いと思います。 

 世界視点における日本の男女共同参画の

現状については、８ページにも記載のとおり

先進的とは言いがたいと捉えており、こうし

た状況も踏まえて男女共同参画に関わる取

組の推進に努めていきます。 

市職員の男性育休取得者の割合の高さに

驚かされました。育休取得割合が高いこと＝

望ましいこと、とは単純に判断されるもので

はなく、フォローする職員への支援はあって

然るべきと考えます。 

育児休業取得者をフォローする職員の視

点は非常に重要であり、本市では、所属長等

を対象に子育て職員をフォローする職員へ

の配慮等を含めた働きやすい職場環境のマ

ネジメントを学ぶ研修等を実施しています。 

引き続き、仕事と子育てが両立しやすい職

場づくりに取り組んでいきます。 

 

（区分Ｂ）基本目標 1について 

御意見 回答 

現行計画では随所に「真のワーク・ライフ・

バランス」という表現があり、「仕事」「生活」

「地域活動等」のすべてを行っていないと

「偽りのワーク・ライフ・バランス」でしか

ないと評価されているように感じていまし

たが、この言葉がなくなり、正直ほっとして

います。今回の案を作成された方々のご英断

に拍手を送ります。 

多様な価値観を尊重することが求められ

る中、「地域活動等」を行うことは強制され

るべきではないと思います。（もちろん、よ

り豊かな社会の実現に向けて地域活動等の

意義を否定するものではありません。） 

 多くの市民がライフスタイルやライフス

テージにあわせて地域活動に参加すること

は、担い手の多様化や担い手不足の解消の観

点からも有意義であると考えられ、また、子

育てや高齢者の生活支援、災害時の被害軽減

等、地域の多様化する課題やニーズに対応

し、様々な視点から課題解決に貢献されるこ

とが期待されます。 

 今後も、多様化するライフスタイルや価値

観をお互いに尊重しながら、誰もが多様な選

択肢の中から自分自身の生き方を安心して

選ぶことができ、生きがい・やりがいや幸せ

を感じられる社会の実現を目指して取り組

んでいきます。 

 

（区分Ｂ）基本目標 2について 

御意見 回答 

ＤＶについて、全国に比べ男女ともに暴

力の被害経験の比率が高いので、女性だけ

ではなく男性被害者に対する施策があるべ

きと感じる。 

 基本目標Ⅱの「推進施策③」に記載のと

おり、男性ＤＶ被害者の相談についても強

化していきます。 
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ＤＶについて、子ども若者はぐくみ局や

保健福祉局、各区支所の保健福祉センター

と連携して取り組んでほしい。 

 ＤＶ被害者支援においては、これまでから

支援の要となるＤＶ相談支援センターを所

管する文化市民局、児童虐待や母子福祉を所

管する子ども若者はぐくみ局、生活困窮者や

高齢者、障害者等の支援を所管する保健福祉

局、そして各区の保健福祉センター等関係部

局が連携して対応してきました。 

 基本目標Ⅱの「推進施策③」に記載のとお

り、今後も一層緊密に連携していきます。 

ＤＶからの脱却に対する経済的課題の支

援として、職業訓練、就労、住居支援、精神

的サポートのパッケージで提供するとか。 

 京都市ＤＶ相談支援センターでは、一人ひ

とりのニーズに応じ、就労に向けたサポート

や市営住宅のＤＶ被害者優先入居の受付、住

まい探し、カウンセリングの無償提供等、生

活再建に向けた幅広い支援を実施していま

す。 

 引き続き、被害者が必要とする支援を分野

横断的に実施していきます。 

 

（区分Ｂ）その他（上記以外、全般）について 

御意見 回答 

日本のジェンダー・ギャップ指数ランキン

グが低位であることが報道され続けており、

課題である分野も「政治」「経済」であるこ

とが明白であるが、その改善に取り組もうと

いう記載が見られない。 

時流に即した計画とするのであれば、この

点を一考されてはどうか。 

 「政治」・「経済」分野における男女共同参

画の実現は急務であり、国・府等とも連携し

ながら、様々な場面での女性活躍の推進と、

男女間の格差を解消するための取組を推進

し、あらゆる人が暮らしやすい社会の実現を

目指して取り組んでいきます。 

看護・介護・医療関係の職場においては、

まだまだ余裕なく研修等の充実は程遠く、言

葉の暴力や空気の圧にさらされている現状

がある。講演会や集会など本当に参加したく

ても、許可や理解なく参加を諦めている。有

給を取り、個人の休みとしてしか参加出来な

い現状。どうすればそれを人として知る・学

ぶ・参加出来る権利に繋げることができる

か、行政は真剣に考えて欲しいと思う。 

 個人の知る・学ぶ・参加する権利は、本計

画が目指すウェルビーイングな社会の実現

のため非常に重要であると捉えています。今

後も誰もが生涯にわたり、満足感を持って豊

かな人生を送ることができるよう、それぞれ

のライフステージに応じて学び続ける機会、

またその学びを社会に還元することができ

る機会の提供に努めていきます。 

計画にも盛り込まれている災害時対応に

おける女性参画は非常に重要である。生理用

品の備蓄など、女性視点での避難所運営等に

ついて取り組みを進めてほしい。 

 男女共同参画の視点を取り入れた避難所

の運営や復旧活動を行えるよう、地域防災計

画や避難所運営マニュアルの見直しに取り

組んでいきます。 

案 22 ページで課題とされている「伝統的

な価値観や行動規範」について、認識や価値

観の未発達な子どもに対して「性別役割分担

を助長」するような関わりをする親、祖父母、

親戚への啓発の盛り込みが不十分。 

 「伝統的な価値観や行動規範」によって不

安・悩みを抱える人を減らすためにはあらゆ

る世代に向けた啓発が欠かせないと考えて

おり、今後もその充実に努めていきます。 
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（区分Ｃ）第 1章「計画策定に当たって」について 

御意見 回答 

適当だと思います。 御意見をいただきありがとうございます。 

計画をつくって、進めていくことに賛成

します。 

御意見をいただきありがとうございます。 

この計画が現代社会の課題に対応した

改革になることを期待します。 

計画期間での目標達成に向け、着実な進

捗管理が必要。 

御意見をいただきありがとうございます。 

計画の進捗については、毎年の年次計画を

策定したうえ、その実績把握により管理を行

います。 

誰もがそれぞれの幸せや生きがいを感

じられる社会を築いてもらいたい。 

御意見をいただきありがとうございます。 

実現されたほうがいいと思う。 

また、実現されたとして、それに対応出

来うるスタッフの数、経験値をどう賄うか

という課題があるのではないか。「寄り添

い」を可能にする余裕を持った人がどうそ

のような仕事に関心を持つかという点が

大きな課題だと思う。 

御意見をいただきありがとうございます。 

 きめ細やかな寄り添い支援の実施のため

に不可欠な人材の確保に努めながら、計画の

推進に努めていきます。 

基本構想の分野別計画として存続され

ることはいいと思います。なくすべき計画

ではないと思います。 

 御意見をいただきありがとうございます。 

ライフスタイルや価値観が多様化する

中で、●●ハラが今後も増加していくことを

懸念しています。多様性や幅広い価値観を

尊重するだけでなく、他と協調することも

しっかりと位置付けてもらいたい。 

 セクシュアル・ハラスメントをはじめとす

るあらゆるハラスメントは重大な人権侵害

であり、防止対策に当たっては他者との協調

も踏まえて取り組むよう努めます。 

 

（区分Ｃ）第 2章「男女共同参画を取巻く状況」について 

御意見 回答 

グラフが多く視覚的に分かりやすい。  御意見をいただきありがとうございます。 

 京都市の「人口及び世帯数の推移」につ

いて、2021 年から人口が減少しているにも

関わらず、単身世帯数がふえているとのこ

とだが進学を機に転入してくる若者のほ

かに、早期退職による移住者が多くなって

いると聞く。14歳以下の人口が緩やかに減

り続けていることを考えれば、子どもを持

つ世代が減っていると予測できる。 

 御意見をいただきありがとうございます。 

 今後も男女共同参画と人口動態との関わ

りに留意しながら施策を検討していきます。 

《世界の中での現状について》 

ジェンダーギャップ指数の総合順位 146

ヶ国中 118 位（2024 年）を、「Ｇ７におい

て…」の前に挿入するのは如何か？ 

∵ 具体的イメージの想起 

 ジェンダーギャップ指数の国家間比較に

おいて日本は低位に定着しているという課

題的な状況に言及するに当たっては、前置き

として男女共同参画推進に向けた取組が国

際的な枠組の中で、主だった扱いをされてい

るという背景に関する説明があった方が、順

序上理解をしやすいと考えられるため、この
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ように記載しています。   

案 8ページで「（1）国際社会の動向」で

SDGsの目標 8「包摂的かつ持続可能な経済

成長及びすべての人々の完全かつ生産的

な雇用と働きがいのある人間らしい雇用

（ディーセント・ワーク）を促進する」を

取り上げている。 

案 13ページで「週間就業時間 60 時間以

上の雇用者の割合は近年横ばいで推移」

「京都府の週間就業時間 60 時間以上の

雇用者の割合は 9.4％であり、この数字は

全都道府県の中で２番目に高い」「京都市

の週間就業時間 60 時間以上の雇用者の

割合は男性が 10.4％、女性が 3.2％」と書

かれている。つまり、これまで様々取り組

んできたにもかかわらず、男性の長時間労

働が固定化され、京都では他と比べてひど

い状況だと計画案を作成した担当課は把

握・認識している。 

 御意見をいただきありがとうございます。 

現状を表やグラフで示されていて数値

としてわかりやすいと思いました。家事育

児についての考え方で、男性では年代が低

い方が、「自分が率先してするべきことで

ある」と回答する傾向があるということを

受けて、時代の変化を感じました。 

 男女共同参画、とりわけ女性活躍の推進

は、女性のみならず、男性を含めた全ての人

の多様な幸せを実現する社会形成に資する

との認識の下、今後も啓発等において、効果

的な取組の実施に努めていきます。 

 家事育児時間の男女差や仕事への影響

に関する分析結果から、男性の家事育児促

進の内容を具体化してほしい。 

 男女間での家事育児負担の偏りを是正し

ていくため、関連データとその分析に基づい

て、取組を効果的に実施できるよう努めてい

きます。 

男性の育児休業率が上がったとのこと

だが、とりあえず取得する、ということに

なっていないか。取得できる状況になって

いるのはいいことだと思うし、取得される

人は子育てに関わっていきたいという気

持ちで取得されているのだろうからそん

なことはないと思うが.. 

 男性の育児休業取得率は近年大きく向上

していますが、単に取得するにとどまらず、

取得を通じて男女間での家事育児負担の偏

りを是正できるよう、実情を踏まえた検討の

うえ、取組を実施していきます。 

若い世代では仕事と家庭生活のバラン

スを重視し、男性の家事参画意欲が高い状

況となっていることは大切なことと認識

しています。しかしながら、その分、代わ

りに残業している者がいる、その中には子

どもがほしくでもできない人がいるので

はと思ってしまいます。その辺りへの配慮

がある社会にしてもらいたい。 

 御指摘のとおり、育児休業取得者のフォロ

ーを行う従業員等への配慮は非常に重要で

あると認識しており、これらの方々への配慮

を疎かにしない施策展開に努めていきます。 
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性的ディープフェイクは初めて知った。

非常に良い視点だと思う。 
御意見をいただきありがとうございます。 

若い世代ではワーク・ライフ・バランス

を重視し、女性の就業継続意欲や男性の育

児や家事への参画意識も高いのが見てと

れる。 

 御意見をいただきありがとうございます。 

仕事を続けたいと思っている、昇任した

いと思っている等のデータからも、子育て

や家事に専念できるならしたいと思って

いる女性は多いと考えられる。 

子どもがいても仕事を頑張りたい女性

の環境を整えることは大切だが、子育て等

を重視したい考え方も尊重されるべきだ

と思う。 

 本計画では、誰もが、自らの意思に基づい

て、あらゆる分野で活躍することができる社

会を目指しており、ライフスタイルや価値観

が多様化する中、子育て等をより重視される

方々を含め、あらゆる方の価値観と選択が尊

重されることが重要であると考えています。 

 御意見を今後の施策を検討する際の参考

とさせていただきます。 

未就学児の育児をしている有業者が増

加傾向とのことですが、小さい子を抱えて

夫婦共働きの場合、夫婦ともに自分のやり

たい仕事をやってバリバリ働くのは不可

能だと思います。家事・育児の負担はどう

しても女性に偏りがち（社会全体も女性自

身も女性がやるべきと考えている）で、必

然的に女性が仕事をセーブすることにな

ります。個人的には、性別が違えば違った

人生があったのかなと考えることがしば

しばあります。 

 本計画では、誰もが、自らの意思に基づい

て、あらゆる分野で活躍することができる社

会を目指しており、就労・家事・育児等の各

面において、女性であることで役割や負担を

課されることがない、あらゆる方の価値観と

選択が尊重されることが重要であると考え

ています。 

 御意見を今後の施策を検討する際の参考

とさせていただきます。 

男性の育児休業取得率については、取得

期間が数週間なのか、または数ヶ月かで意

味合いが変わってくると思うので、「何ヶ

月以上取得した人」等の数値で示されてい

れば、取得しやすさが分かりやすいと思

う。 

 御指摘のとおり、男性の育児休業取得率に

ついては近年大きく向上していますが、その

期間の長さや取得中の家事・育児への参加に

おける充実も今後の課題として捉えており、

その把握の方法等については今後、検討して

いきます。 

介護、育児をしながら働ける人もいると

思うが、もっと分業化と連携の密度を上げ

ていかないと人が死ぬと思う。そもそも、

京都という街で生活することの困難性が

他都市より上がっている可能性（オーバー

ツーリズム等）も加味したほうがいいので

は。 

 本計画が目指す、誰もが仕事、家庭や地域

活動、学び等の様々な選択をし、自身の仕事

と生活の調和の中で、豊かな人生を送ること

ができる環境づくりに向け、施策を検討する

際の参考とさせていただきます。 

「性別に関わる固定観念」に関するアン

ケート結果については、非常に好ましい傾

向にあると考えます。我が国も女性が首相

となったので、諸外国に対しても日本は変

わったとアピールする良い機会になるの

ではないかと考えます。 

御意見をいただきありがとうございます。 

今後も、性別に関わらず、誰もが自らの意

思に基づいて、あらゆる分野で活躍すること

のできる社会を目指して努めていきます。 
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案 19 ページでほとんどの年代で男性の

自殺が多いと計画案を作成した担当課は

把握・認識してるのに、「対応が求められま

す」との記述は若年女性の項目にしか書か

れていない。 

案 20 ページで、令和４年以降の変化に

のみ注目しているが、グラフにある期間全

体を見れば、若年男性の自殺は「減少」で

はなく横ばいだし、若年女性は「徐々に」

どころか急増と言っていい変化。計画案を

作成した担当課は状況の把握・理解が短期

的視野すぎて不十分。 

 自殺対策については男女に関わらず対策

が求められており、自殺率等の状況の推移を

把握しつつ、関係部局間で互いに連携しなが

ら今後の施策を検討していきます。 

女性の自殺率が近年増加しているとい

うデータは気になります。直接の御担当は

自殺対策の部門になるかと思いますが、男

女共同参画の観点とどのように関連付け

て課題にあたっていかれるのか、気になる

ところです。 

 御意見をいただきありがとうございます。 

 自殺対策については関係部局間で適切に

連携しながら、施策を検討していきます。 

案 22 ページで「男性の意識に根付き」と

あるが、女性には男性に対する「伝統的な

価値観や行動規範」がないかのような書き

振り。この場合のステレオタイプの「当事

者」は男性のみか？若者に対し、女性には

結婚や出産を、男性には仕事を尋ねる中

年・高齢女性は、この場合「性別役割分担

を助長」してきた「当事者」ではないのか？

親が我が子に「男は～、女は～」と教え込

むのも「性別役割分担を助長」ではないだ

ろうか。それも「男性の意識に根付かせた

当事者」である。それらへの対処も求めら

れる。計画案を作成した担当課の視野の狭

さを感じる。 

 当該項目は、特に男性が「伝統的な価値観

や行動規範」から不安や悩みを抱えているこ

とに対する課題認識を記述するものでした

が、御指摘のとおり「伝統的な価値観や行動

規範」の影響は男女双方に見られるものであ

ると同時に、男女ともにそれを助長する立場

になり得ることを踏まえ、今後の施策を検討

していきます。 

具体的なデータで課題を見える化され

ていて、自分に置き換えて考えやすいと思

った。 

 特に市内の DV 経験のある方の割合が、

とても高いことに驚き、被害の強弱はある

だろうが、とても身近なことだと感じた。

職場に何人かいてもおかしくない状況だ

が、そんな様子は感じられないことから、

隠れてしまいやすい問題だと思う。実際ひ

どい被害を受けていると相談するという

アクションが取れないので、周囲が何か誘

導できるきっかけがあればよいが、最近は

個人的な話題がしづらい雰囲気は強く難

しいと感じた。 

 御指摘のとおり、ＤＶは外部から発見が困

難な家庭内において行われ、潜在化しやす

く、周囲も気づかないうちに暴力がエスカレ

ートし被害が深刻化しやすいという特徴が

あります。被害者の様子の変化に気付いたと

き、または相談されたとき、周囲にいる人が

できることや、ＤＶに関する基礎知識につい

て、積極的な広報啓発に努めていきます。 
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DV の相談件数についてはこれまで見え

ていなかった件数が顕在化し、相談につな

がれる体制が整っていることは評価でき

るが、被害経験のある人は増加し続けてい

る。被害者の救済は大前提だが、女性、男

性ともに加害を行わないための施策が必

要だと感じる。子どもはもちろん、大人へ

向けた人権学習のプログラムなどの学習

機会の提供を進めるべきである。 

 御指摘のとおり、被害者への支援のみなら

ず、被害者にも加害者にもならないための教

育・啓発が重要と考えており、ＤＶ等に関す

る出前講座やシンポジウムの開催に取り組

んできました。引き続き、暴力のない社会の

実現に向け、効果的な事業の実施について検

討していきます。 

若い世代では仕事と家庭生活のバラン

スを重視し、女性の就業継続意欲や男性の

家事参画意欲が高い状況との調査結果が

出ており、それはそれで素晴らし事だと思

うが、実際にそれを実現するには、そう思

っていない上の年代の方々の理解も得て

いく必要があるため、市には特に上の世代

への啓発に力を入れて欲しい。 

 御指摘のとおり、仕事と家庭の両立の実現

には、上の年代の方々を含む周囲の方々の理

解や協力に基づく環境づくりが不可欠であ

り、引き続き効果的な啓発に努めていきま

す。 

少子化の加速に関し、男女共同参画の観

点からは様々な分析があるのだと思いま

すが、子どもを産む・育てるに関して、ま

だまだ性差が解消されず社会の認識が不

足していると思います。男性が育休を取っ

て終わりではなく、社会全体を暮らしやす

く働きやすく循環させる必要性をもっと

啓発すべきではないでしょうか。 

 御意見について、誰もがあらゆる分野で活

躍することのできる社会の実現に向けた啓

発を検討する際の参考とさせていただきま

す。 

男性の世話をするという意味の結婚は

全く魅力がなく、そもそも結婚が価値がな

いとも思える。結婚や子供がいることのス

テータス性も低くなっており、魅力を感じ

ない。 

男性への道徳教育がいると思う。 

 本計画では、ライフスタイルや価値観が多

様化する中で、誰もが多様な選択肢の中から

自分の生き方を安心して選ぶことができ、生

きがい・やりがいや幸せを感じられる社会を

目指すこととしており、結婚するか否か、ま

た、結婚にどのような価値を認めるかに関し

ては、多様な価値観のあり方を前提とする中

で、自分自身が考え、判断することが望まれ

ると考えています。 

 御意見を参考にさせていただきます。 

政治分野における男女格差が依然とし

て甚だしい。「男女候補者数をできるだけ

均等となることを基本原則として目標が

定められている」とあるが、未だ２割を満

たず目標達成には程遠い。やはり「できる

だけ均等」という曖昧で強制力のない実情

が影響している。 

 御意見を参考にさせていただきます。 
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★意見：国際的遅れ解消のため政治・経

済分野の数値目標と実効性を強化すべき 

1. 国際的課題の認識と対応の強化 

・ジェンダー・ギャップ指数 G7最下位と

いう現状は深刻であり、国際社会（SDGs、

G7）の動向に比べて国内の実効性が不足し

ている。 

・この遅れを解消するため、政治および経

済分野への対策を最優先で加速すべき。 

2. 政治・経済分野の目標設定と義務付け 

【政治分野】「候補者数の均等」という基本

原則を実質化するため、政党に対し具体的

な数値目標の義務付けと、達成に向けた公

的支援を導入すること。 

【経済分野】 女性活躍推進法に基づく情

報公表（賃金格差、管理職比率）の対象を

さらに拡大し、目標達成企業へのインセン

ティブ（公共調達、融資優遇など）を強化

すること。 

3. 育児・介護休業の男性利用促進と企業

支援 

・改正育児・介護休業法の実効性を高める

ため、男性の育児休業取得がキャリアの不

利益とならないよう、中小企業への代替要

員確保や業務効率化への支援を拡充する

こと。 

・男女共同参画を「女性活躍」に留めず、

働き方改革として推進し、すべての人が能

力を発揮できる社会を目指すこと。 

【全体要旨】 国際的な潮流に追いつくた

め、目標達成を担保する強い政策と、育児・

介護を社会全体で支える働き方改革の推

進を強く求めます。 

 御指摘のとおり、政治・経済分野における

男女間格差の解消は国全体において急務と

なっています。 

本市では、男女に関わらず、誰もが自らの

意思に基づきあらゆる分野で活躍すること

のできる社会を目指すこととしており、今後

も、働き方改革の推進を含めとする各施策の

効果的な実施に努めていきます。 

男女共同参画については、この間の取組

の成果があり、かなり進んでいると思いま

す。 

しかしながら、一部の分野においては、

男性や女性の比率が高いところもあると

思いますので、引き続き、取組の推進をお

願いします。 

 御意見を参考にさせていただきます。 
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女性活躍に関しても、「女性活躍推進法」

が延長され、男女賃金格差と女性管理職比

率が解決されず先送りされた。重要課題と

いう意識が政府内にないと言える。 

 御意見を参考にさせていただきます。 

 なお、令和７年における女性活躍推進法の

改正では、単に法期限が延長されただけでな

く、男女間賃金差異及び女性管理職比率の情

報公表を義務付ける企業規模が拡大され、企

業における女性の健康上の特性に配慮すべ

き旨が明確化される等、内容の強化・変更が

行われています。 

女性活躍はよいことかと思います。子育

ての国の発展にはとても重要かと思いま

すが、女性登用率や育休取得率という数字

ばかりを追うのではなく、子育てしている

人も、していない人も、活躍できる社会を

作ることが大切かと思います。 

まず、公務員から実践して、民間にも広

げてほしいです。 

 本計画が目指す、ライフスタイルや価値観

が多様化する中で、誰もが多様な選択肢の中

から自分の生き方を安心して選ぶことがで

き、生きがい・やりがいや幸せを感じられる

社会の実現に向け、御意見を参考にさせてい

ただきます。 

男女共同参画の目標しか謳っていない

が、この政策を進めることによって、デメ

リットも顕在化してきているはず。 

男女共同参画を進めたがゆえに、思って

もいないところに負の負担も増加してい

るのではないか。 

特に少子化との因果関係や相関関係に

は敏感にアンテナを張って指標を定めて

定点観測すべきと思う。何事もバランスの

均衡は重要だと思う。 

 男女共同参画と人口動態との関わりにつ

いて留意しつつ、関係部局間での連携を図り

ながら施策を検討していきます。 

私は女ですが、「女性だから」ということ

だけで機会が与えられるのは、真に努力し

ている女性に失礼。男女問わず能力の高い

人に機会が与えられるべき。 

先日、高市総理大臣が日本で初の総理大

臣になったが、女性だからなったわけでは

なく、単純に政策通であったり優秀だった

から総理大臣なったと思われる。 

 男女共同参画社会基本法には、「社会にお

ける制度又は慣行が男女の社会における活

動の選択に対して及ぼす影響をできる限り

中立なものとするように配慮されなければ

ならない。」と定められています。このこと

を踏まえつつ、能力や資質に基づく機会均等

との均衡を考慮しながら、女性活躍推進のた

めの取組を進めていきます。 

男女共同参画と、聞こえは良いですが、

女性ばかりとりあげられて、優秀な男性の

活躍の場が失われてそうに思えます。男女

比率など数字に捉われすぎて、活躍したい

のにできない人がいるのではと思います。

育休も大事かも知れませんが、取れない人

もいます。また休職中や、時短中の人の業

務を補わないといけない人もいます。すべ

て平等公平は無理ですが、権利ばかり主張

する社会になってはいけないと思います。 

 御指摘のとおり、支援の対象が特定の属性

の方に偏ることがないよう留意しながら、全

ての方が仕事と生活の調和の中で豊かな人

生を送ることができる環境づくりに努めて

いきます。   
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意識変化は少ししてきていると思うが、

まだまだ、男性をカッコイイと思う気持ち

と女性を可愛いと思う気持ちは昔のまま

だと思う。男性は決断力がなく優柔不断で

女々しかったり、スポーツが下手だと格好

いいと思う人は少ないし女性が筋肉をつ

けたり容姿がずぼらだと可愛いと思う人

は少ない。その意識がかわるのは絶望的で

あると思う 

 本計画が目指すウェルビーイングな社会

の実現のためには、性別に関わりなく、お互

いを尊重し、価値観や違いを認め合う社会づ

くりが重要であると捉えており、性別に根差

す誤った固定観念の解消に向けた啓発に取

り組んでいきます。 

《誰もが生きがい・やりがいをもって活

躍できる社会の実現》《あらゆる暴力が根

絶され、誰もが尊厳と誇りをもって生きら

れる社会の実現》の構成も、大事なことと

認識しますが、いきなり「あらゆる暴力が

根絶され」とくると、少しショッキングな

印象は受けます。 

 御意見を今後の施策を検討する際の参考

とさせていただきます。 

まだまだ関心は低く、マイノリティとい

う言葉の意味すら知らない市民が多いの

が現状。親子での参加型の講演会や当事者

も参加しての拘留を増やし、何か特典が有

れば参加も増えるキッカケに思う。教育現

場での学習や演劇や映画を通しての体験

学習等、市を揚げての取り組みを増やして

周知徹底をして市民が関心をもつことを

底上げして欲しい。 

 市民の皆様におかれて男女共同参画の理

念や現状、課題等について御理解いただける

よう、御意見を参考にしながら、効果的な周

知・啓発に努めていきます。 

京都市がやる必要性を感じない。 

国に任せれば良い 

税金の無駄遣いなので京都市でやる必

要ない。 

国を挙げての男女共同参画推進に関する

基本を定める「男女共同参画基本法」におい

ては、国と地方自治体の役割について、国が

施策を総合的に策定・実施したうえ、地方自

治体においては、国の施策も踏まえ、その自

治体の特性に応じた施策を策定し、実施する

ことと規定されており、本市においては、本

市における実情に即した計画を策定したう

え、国、また府や民間の団体等とも連携しな

がら、取組を推進していく必要があるものと

考えています。 

京都市についてのデータが少ないため、

京都市が他都市より進んでいるのかどう

かがよく分かりません。 

 男女共同参画に関わるデータで本市 

そのものの状況を表すものが限定されるこ

とから、本計画において掲載するものは多く

ありませんが、本市の状況を知る参考となる

データの収集とその分析、施策の実施に努め

ていきます。 
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（区分Ｃ）基本目標 1について 

御意見 回答 

理想を掲げることは必要だが、まず現

実、現状を知ることから始めなければ、関

心も行動も起きず、絵に描いたモチで終わ

ってしまう。まずは安心安全に、経済的に

も、心に余裕をもって生活できる為に、具

体的な政策をあげて実行して頂くことだ

と思う。 

 御意見については、今後施策を検討する際

の参考とさせていただきます。 

「仕事と生活の調和」と言うが、仕事と

生活の調和ができていない人はまだまだ

多いと思う。計画が絵に描いた餅にならな

いように、頑張ってほしい 

目標も施策方針も大事なことばかりだ

と思います。 

すべての方が、自分らしく活躍できる社

会の実現は容易ではないと思いますが、引

き続き、取組の推進をお願いします。 

「一人一人が個人として尊重される社

会」という考え方に共感します。一方で、

社会では様々な偏見や差別が残り、さらに

はこれを助長するような意見がＳＮＳ等

でも見られます。こうした意見に負けな

い、人々の心に響き、共感を引き出す伝え

方によって、広く理解が得られるように周

知いただきますようお願いします 

ライフスタイルの変革に伴い、男女参画

平等に関する考えは同調できると思いま

た。女性活躍ということも、政治の話でい

うと女性初の内閣総理大臣が誕生し、これ

から益々推進されるとよいと思います。 

人口減少と労働力人口が減少しており、

女性が活躍できる社会の実現は必須であ

ると思う。女性の社会的地位の向上に向

け、社会に存在する偏見の払拭に、京都市

としても啓発を充実してほしい。このよう

な傾向は高齢者に多く、若い世代には偏見

はないと思うので、５０代以上に啓発する

のが効果的だと思う。 

ウェルビーイングという表現は良いと

思う。 

 ウェルビーイングについては、これまでの

計画になかった表現ですが、今後この言葉が

表す理念について広く知っていただけるよ

う、広報・啓発に努めていきます。 
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京都市がやる必要性を感じない。 

税金の無駄遣いなので京都市でやる必

要ない。 

京都市がなにか新たに実施せずとも既

に生きがい、やりがいのをもって活躍でき

る社会になっている。 

国を挙げての男女共同参画推進に関する基

本を定める「男女共同参画基本法」において

は、国と地方自治体の役割について、国が施

策を総合的に策定・実施したうえ、地方自治

体においては、国の施策も踏まえ、その自治

体の特性に応じた施策を策定し、実施するこ

とと規定されており、本市においては、本市

における実情に即した計画を策定したうえ、

国、また府や民間の団体等とも連携しなが

ら、取組を推進していく必要があるものと考

えており、今後も取組を推進していきます。 

アウトカムが不明確。 本計画では、誰もがそれぞれ幸せや生きが

いを感じ、そのことが個人を取り巻く環境に

豊かさをもたらす社会を 「ウェルビーイン

グな社会」とし、その実現を目指しており、

この計画に基づき、施策を展開していきま

す。 

男性育休や防災、健康課題など最近メデ

ィアでも取り上げられているので、とても

時代に即した内容だと思う。 

御意見については、今後施策を検討する際

の参考とさせていただきます。 

テレワークや短時間勤務に対する管理

職の意識改革が必要。 

促進策に対するインセンティブの導入

とか。 

今後施策を検討する際の参考とさせてい

ただきます。   

現実は長時間労働を課せられ、育児休暇

取得もままならない状況が続いる。この原

因は、本計画が、企業の意識啓発だけに止

まっていることである。少なくとも大企業

においては、長時間労働を禁止し、育児休

暇取得も強制し、家庭重視の方向転換を図

らなくては、古い体制を改善することは不

可能。男女ともに労働時間を短縮し、家事、

育児、介護の時間を増やす必要がある 

長時間労働の解消や男性の育児休業取得

の推進のため、企業向けの啓発のみにとどま

らない多様・多面的な取組を検討していきま

す。 

案 32 ページの「① 仕事と生活の両立の

ための安心な職場環境づくり」には「意識

啓発や、関係法令・各種支援制度の情報提

供」とあるが、それらはこれまでの「京都

都市男女共同参画計画」でも行われてきた

ことで、それでも案 13ページのように「男

性の長時間労働固定化」が変わっていない

ので、もっと抜本的に事業者等へ働きかけ

る仕組みづくりが必要で、そのための人員

や予算獲得にも努めるべき。 

今後施策を検討する際の参考とさせてい

ただきます。   
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ウィングス京都の再整備について新聞で

見ました。 

いつもがらんとしている１階に賑わい

が生まれるのはいいことだと思いますが、

訪れた人に２階に男女共同参画センター

があることをしっかりＰＲし、男女共同参

画の推進につなげることが大切だと思い

ます。賑わいを作った後の本質の部分にし

っかり取り組んでほしい。 

 ウィングス京都のあり方については、男

女共同参画センターとしての機能維持・向

上を基本として、施設認知度の更なる向上

や幅広い世代の利用促進に向け、民間活力

も取り入れつつ、より開かれた公共施設と

するべく検討を進めています。 

 男女共同参画推進の中核施設としての役

割強化に加え、性別や世代を超えて、あら

ゆる人が集い、交じりあう場の創出に取り

組んでいきます。 

京都市男女共同参画センター（ウィング

ス京都）の機能充実に向けた計画には賛同

しますが、1 階に民間企業が入居すること

で、市民が自由に利用できたスペースが縮

小される点に強い懸念があります。 

ウィングス京都は、男女共同参画の理念

を体現する公共空間として、市民活動や子

育て支援、相談事業など多様なニーズに応

えてきました。今回の再編では「開かれた

公共空間の創出」が掲げられていますが、

実際には市民利用の場が減り、理念の実現

が困難になる恐れがあります。 

特に、図書館の縮小や貸会場の廃止、相

談業務に必要な以下のスペースの圧迫は

深刻です。 

- 事務室（縮小予定） 

- 相談員執務室 

- 女性相談室／男性相談室（この 2 室は真

隣でないほうがいいと思います） 

- 職員が利用できる会議室（従来の応接室・

ワークルーム１・２に相当する部屋） 

- 利用者保育室 

これらは相談事業の質と安全性を守る

ために不可欠であり、削減は避けるべきで

す。 

また、【民間企業】の入居に伴い、図書館

が 2 階へ移転・縮小されることから、ジェ

ンダー関連書籍の充実や、書店との連携に

よる啓発企画（フェア、イベント等）の実

施をぜひ検討いただきたいです。 

さらに、施設レイアウトの変更にあたっ

ては、現場職員の意見を十分に反映し、業

務の実態に即した設計と、継続的な参画の

仕組み（意見交換や確認の場）を設けてい

ただくよう要望します。 

公共性と市民サービスを損なうことな

く、誰もが安心して利用できる施設となる
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よう、市民と職員の声を生かした計画を進

めていってほしいです。 

ライフスタイルや価値観が益々多様化

していく中で、仕事と仕事以外の活動の調

和・両立に向けた意識面の広報啓発や関係

機関が連携した環境づくりが必要だと思

う。 

 今後施策を検討する際の参考とさせてい

ただきます。   

防災・復興における女性参画の拡大が充

実項目になっているのは良いと思った。避

難所運営などで女性への配慮がされるよ

う、日頃から考え、準備しておく必要があ

ると思う。 

 男女共同参画の視点を取り入れた避難所

の運営や復旧活動に向け、防災計画や避難所

運営マニュアルの見直し等を検討していき

ます。 

育児に専念するためにいったん退職し

た人でも有能で働く意欲もある人がたく

さんいます。そのような人たちが適切な仕

事内容・賃金でまた働ける社会になればと

思います。 

 本計画が目指す、誰もが多様な選択肢の中

から自分の生き方を安心して選ぶことがで

き、生きがい・やりがいや幸せを感じられる

社会の実現に向け、御意見を参考にさせてい

ただきます。 

この目標自体はとてもいいことだと思

いますが、だからといって「女性活躍」・リ

ーダーシップといわれるとなんか違う...と

思ってしまいます。 

待遇差改善も大切なことですが、女性登

用のもと昇進を強く勧められるのもしん

どいです。 

 本計画が目指す、誰もが多様な選択肢の中

から自分の生き方を安心して選ぶことがで

き、生きがい・やりがいや幸せを感じられる

社会の実現に向け、御意見を参考にさせてい

ただきます。 

案 32 ページの「③ 地域活動や社会貢献

活動への参加促進」について、高齢男性が

ずらりと並んだような会議体以外でも、フ

ァシリテーターが居るワークショップや

女性の参加者の少なくない場面でも、女性

に意見や感想を求めると「いや、私は特に

ないです」とその場で意見等を言わず、後

から実はこう感じていた、こう思っていた

と人伝に知ることが何度もあった。過去に

「黙っていろ」的な体験があったのかもし

れないが、正式な場での発言は言った内容

への責任も伴い、その責任を担うを嫌がっ

ているようにも感じる。案 33ページの「施

策方針２ 女性活躍の推進」とも関連する

が、現状を単純に発言数等で「女性が意見

を言う場が少ない」ととらえず、女性に発

言を積極的に促すことも盛り込まれてほ

しい。 

 本計画では地域活動や社会貢献活動への

参加、また、政策・方針決定過程等における

女性の参加促進を目指しますが、このために

は、性別をはじめとする属性に関わらず、た

めらいなく自らの意思に基づき発言できる

環境が重要と考えています。 

 御指摘のように、従来発言等を求められる

ことが少なかった方々が発言する際に勇気

を要する場合があることも踏まえ、発言しや

すい環境づくりに向けた啓発等に取り組ん

でいきます。 

女性活躍の推進の「誰もが希望に応じて

能力を発揮するための支援」については、

就職だけでなく、女性の起業への支援も必

 本市をはじめオール京都体制で取り組む

女性の活躍推進に向け、参考にさせていただ

きます。 
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要だと思う。 

男女平等な社会を実現するには、子ども

のころからの教育が重要だと考える。教育

現場ではくん・ちゃん呼びが改められ一律

「さん」になったり、男女混合の名簿にな

ったり、形式的には男女共同参画意識の醸

成が進んでいる。一方で、校長先生が男性、

教頭先生は女性、ＰＴＡ会長は男性、副会

長３名は全員女性など、知らず知らず男性

の方が偉いという価値観を子どもに刷り

込んでいることがたくさんあると思う。学

校教育ではその点も注意して取り組んで

ほしい。 

 御指摘のとおり、男女平等な社会の実現に

は、子どものころからの教育が非常に重要で

す。現在、教育現場では性別によって呼称詞

の使い分けをせず、男女混合名簿が採用され

るなど取り組みを進めています。さらに、学

校生活全体を通して、「性別による固定的な

役割分担等がないか」について見直しを図

り、必要のないところにまで男女の別を持ち

込まないよう、教職員の意識改革や言動の見

直しを図る研修を実施しています。 

引き続き、こうした取組を通じて、男女平

等教育の推進に取り組んでいきます。 

（男女共同参画全般に言えることだが）

女性活躍、特に経済面における女性の地位

向上を目指した企業での活躍の促進に関

して、京都市としては市内をターゲットエ

リアとしていても、広域自治体である府、

また国（厚生労働省（京都労働局）・内閣府

（男女共同参画局？）による取組との連

携、分業、棲み分けをしっかりとやること

で、相互補完的に共同的作用が期待でき、

京都市に生じる効果も大きくなると考え

られるので、京都市役所のみによる取組に

視野を限ることなく、連携先も含めたトー

タルでの成果を求めてもらいたい。また、

京都商工会議所や京都中小企業家同友会

をはじめとする経済団体、民間組織でも、

女性リーダーの育成のための取組に力を

入れているようで、こうした組織から企業

内での実情や課題を吸い上げて取組を充

実、加速させてもらいたい。 

 とにかく、この分野の取組は、機運づく

りや経営者ら組織の上層部による女性活

躍の意義の理解が極めて重要だと考えら

れるので、関係各位が同じ方向を目指して

一気呵成に進めるムードをしっかりと作

ってほしい。 

 本市をはじめオール京都体制で取り組む

女性の活躍推進に向け、参考にさせていただ

きます。 

義務教育課程の段階から、男女共同参画

をきちんと教える必要があると思うのだ

が、学校教育におけるその分野はかなり担

当される先生の裁量が大きい。 

 特に「学校現場は男女平等だ」との認

識により教育課程における男女共同参画

が過小評価されているように思うので、そ

ういった認識を改められたい。 

 御指摘のとおり、男女平等な社会の実現に

は、子どものころからの教育が非常に重要で

す。そのため、性別による固定的な役割分担

意識や課題が残されていないか、学校生活全

体の見直しを行い、担当する教員によって差

異が生まれないよう、教職員の意識改革や言

動の見直しを図る研修を実施しています。  

引き続き、こうした取組を通じて、男女平
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等教育の推進に取り組んでいきます。 

私は４０代女性だが、職場において女性

だからという理由で仕事をしづらい雰囲

気は感じなくなった。一方で、若いころは、

例えば出産すれば仕事の一線からは退く、

という強い傾向も経験しており、両方を経

験しているだけに変化に戸惑い、新しい社

会の中で踏み出すことに躊躇、自信を持て

ず諦める方も多いと思う。自分も含め古い

価値観を体験している層の意識改革はと

ても大事だと思う。 

 御意見を参考にさせていただきながら、あ

らゆる年代層の市民の皆様に対し、男女共同

参画の理念と女性活躍の意義・必要性を知っ

ていただけるよう、効果的な啓発に取り組ん

でいきます。 

結局どこで働いても水商売や人身売買

のような景色は個人の裁量によって見受

けることができ、残念に思う。メキシコの

女性差別の問題など、性別によって下だと

見做していいという文化が存在すること

が不思議である。教育制度の問題かもしれ

ない。 

 現在、教育現場では学校生活全体を通し

て、「性別による固定的な役割分担等がない

かの見直し」を図り、必要のないところにま

で男女の別を持ち込まないよう、教職員の意

識改革や言動の見直しを図る研修を実施し

ています。 

引き続き、こうした取組を通じて、男女平

等教育の推進に取り組んでいきます。 

生きがい・やりがいはその人によって違

いますが、どんな生き方も肯定されるよう

な社会であるため、教育過程でしっかりと

多様性を受け入れる・育むことが必要だと

思います。 

特に意見はありません。「施策方針４ 性

に関する理解・尊重と心と体の健康づく

り」の項で、男性側から見た課題について

も触れてあることはとても良いことだと

思います。 

 今後施策を検討する際の参考とさせてい

ただきます。   

性の多様性についての施策の推進が明

記されており、良いと思います。 

障害のある就学児の育児と介護による、

主に母親の離職、就労の機会損失への支

援、対策の強化も必要だと感じている。 

 本計画が目指す、誰もが多様な選択肢の中

から自分の生き方を安心して選ぶことがで

き、生きがい・やりがいや幸せを感じられる

社会の実現に向け、御意見を参考にさせてい

ただきます。 

困難を抱える若年女性（貧困・親から子

への性暴力など）への支援を、もっと手厚

くしてほしい。それが結果的には少子高齢

化や児童虐待などの問題の解決にも繋が

っていくと思う。 

 本市では困難な問題を抱える女性への支

援として、女性のための相談支援センター

「みんと」の開所や民間団体との協働による

若年被害女性等支援事業に取り組んできま

した。事業効果を検証し、引き続き、必要な

支援の充実に努めていきます。 

「性に関する理解」については幼少期か

らの教育が重要だと思います。 

教育現場において、男女問わず、お互い

の性に関する理解を深められるような取

 今後、性に関する理解を深めるための取組

を実施するに当たって、御意見を参考にさせ

ていただきます。 
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組をぜひ推進してください。 

男女差別、セクハラ、家事、育児、DV、

問題は様々あると思いますが、独身女性と

しては、まずどのように（老後も含めて）

1 人で生活を維持していくか（収入を得る

か）が最大のテーマです。多くの独身女性、

独身男性が抱えている不安ではないでし

ょうか。 

私は京都で芸術を学び、そして関連分野

で仕事に就くことが叶いましたが、決して

収入は充分ではありませんでした。ボーナ

スなど一度ももらったことはありません

し、長年勤めて退職する際も退職金など検

討さえされませんでした。 

そしてフリーランスとして自分の出来

ること、スキルを活かす仕事として絵画教

室を立ち上げようと思いましたが、まず教

室を定期的に運営できる貸し施設が圧倒

的に少ないです。そんなのネットで検索す

ればいくらでもあるだろう、と思われるか

もしれませんが、民間の貸し施設は料金が

高額で利益が出ませんし、そもそも絵画教

室の用途では貸してもらえないことが多

いです。そして公共施設だと、営利目的で

は使えないと断られます。 

そんな中で私は幸運にもウィングス京

都という施設を知り活用することができ、

今のところ現実的にいくらかは利益が出

る体系で教室運営が出来ています。大変あ

りがたく思っています。 

ですが聞く話によると来年の 4 月から改

修工事のために使用できなくなるとのこ

と。やっとコロナ禍を乗り越え軌道に乗り

始めた矢先に途方に暮れております。先に

申し上げたように他の選択肢が難しい状

況です。 

 

今後私が求めることは、芸術に限らず、

普通に何か自分の力で事業を立ち上げよ

うとする時に【場所】を提供して欲しいと

存じます。 

補助金などは単発的だし結局大きな伝統

事業に対してのみではないですか？ 

染織り、工芸、絵画、、、etc、使える施設

が限定されます。個展を開いて商品を売る

というのはまた別の話です。普通に芸術美

 本計画に基づき、女性が職業面において希

望に応じて能力を発揮できることを目指し

た取組として、能力開発や就労支援、同じ悩

みを抱える方がともに学び交流する居場所

づくり事業などを実施していきます。 

 ウィングス京都の改修工事期間中につい

ては、貸室等の利用に御不便をお掛けするこ

ととなりますが、市民の皆様にとってより良

い施設にするための工事でありますことに

御理解をいただきますようお願いします。 
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術のスキルが活かした個人事業の補助と

なるような【場所】がもっとあればいいの

に、と思います。どうぞよろしくお願いし

ます。 

 

（区分Ｃ）基本目標２について 

意見 回答 

目標も指針も大事なことだと思います。  今後の施策を検討する際の参考とさせて

いただきます。 

今、世の中で、あらゆる暴力に関する無

知・無関心のために、個人の尊厳や生活に、

どのような理不尽な事件や現状が起こっ

ているか、知らせることが必要と思う。 

 あらゆる暴力が根絶される社会を目指し、

積極的に啓発や支援を実施していきます。 

女性への支援をしっかりと位置付けて

いただいていると思う。頑張って進めてほ

しい。 

暴力は、絶対にいけません。この計画で

いちばん優先して取り組むべき課題と思

います。 

あらゆる暴力の根絶、誰もが尊厳と誇り

をもって生きられる社会の実現を切に願

っています。取組の推進をよろしくお願い

します。 

異論ありません。 

あらゆる暴力が根絶させる社会を目指

してほしい。 

根絶するためには、子供や学生（小学校

～大学）の時から性教育（相手への思いや

りや性別や性行為に対する正しい知識）を

学習することは重要であると思う。 

 御指摘のとおり、暴力が根絶された社会の

実現に向け、学校等における自分や相手、一

人ひとりを尊重する教育をはじめ、中高生や

大学生などを対象としたデートＤＶの予防

啓発等、若年層向けの取組を推進していきま

す。 

警察ががんばれば良い  これまでから各警察署とも緊密に連携し

て支援に取り組んでおり、今後も適切に連携

していきます。また、配偶者暴力防止法及び

女性支援法に基づき、京都市として取り組む

べき施策を実施していきます。 

ハラスメントへの意識として、私たち若

者と、上の世代の意識が大きく乖離してい

る。性的、威圧的なハラスメントはかなり

日常的に蔓延しているため、意識の改革が

必要。 

特に、経営者、管理職への教育が必要。 

 セクシュアル・ハラスメントをはじめとす

るあらゆるハラスメントは重大な人権侵害

であり、性別を問わず、ハラスメントを許さ

ないという社会の雰囲気作りに努めていき

ます。 

 御意見については、今後の広報啓発の参考

とさせていただきます。 
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ウィングス京都を改修して、１階を年

4000 万円の賃料で、書店を併設するとの記

事を読んだ。大変良い取り組みである。築

年数が経過し、稼働率が低い部屋を集客と

財政に貢献する使い方に変えるのはある

意味当然である。ウィングスの本来の機能

を損ねることなく、施設を有効活用してほ

しい。 

 ウィングス京都の運営において、より地域

に開かれ、地域社会の活性化に貢献できるよ

う、テーマ型の集まりの企画や地域との交流

に向けた具体的な方策について、関係部署に

おいて連携しながら検討を進めていきます。 

相談支援体制の充実 などが明記されて

おり、心強く思うところです。今一歩、支

援に携わる方々の労働環境の拡充、研修の

充実等の具体策を盛り込んでいただくこ

とで、政策の姿勢が関係する方々をはじめ

市民にも明確となると考えます。ご検討、

よろしくお願いいたします。 

 今後の施策を検討する際の参考とさせて

いただきます。 

ＤＶ支援にあたっては、一人ひとりのき

め細かな対応が求められる。必要な人員体

制を確保していただきたい。  今後の施策を検討する際の参考とさせて

いただきます。 DV支援対策では、計画案にもある女性本

人や周囲の人への広報啓発、相談支援体制

の充実が重要だと思う。 

被害に気付かない被害者へのアプロー

チ、逃げたい人への手厚い支援、加害者更

生、加害者も被害者も生まないための教育

はとても大事だと思う。計画に載せて終わ

りじゃなく、ぜひ積極的に行ってほしい。 

 今後の施策を検討する際の参考とさせて

いただきます。 

DV に関しては各家庭や個人間で潜在的

に起こりうる事象であり、どういった支援

が可能なのかは課題があると思います。 

 今後の施策を検討する際の参考とさせて

いただきます。 

性暴力やＤＶが未だに根絶しません。目

を背けたくなるような報道内容も多々あ

り、逆に昔からあるものが可視化されてき

たことのあらわれだと思います。もちろん

大前提として根絶された社会であるべき

ですが、とにかく被害者の受け皿を作るこ

とが先かと思います。 

 今後の施策を検討する際の参考とさせて

いただきます。 

非常に重要だと思う。ただし、暴力も個

人個人によって定義は様々である。今回、

改めて再定義すべきではないか。 

 本市におけるＤＶの定義については、配偶

者暴力防止法及び国の定める基本方針等を

踏まえ実施していきます。 

 ＤＶの定義について適切に認識していた

だけるよう、啓発に努めていきます。 
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例えば、セミヌードに近いような写真を

連日インスタグラムに上げる大手アパレ

ル企業のインスタグラマーをどう捉える

か、という課題について考えてみてほし

い。 

実際に百貨店に行けば店頭に立ってい

るスタッフの、このような性的とも取られ

うるスレスレのショットの掲載を許す車

内風土についてどう捉えればいいのか。

（消費者として）。ストーカー対策などは

大丈夫なのか。（実際に着替え動画のよう

なものも上がっている） 

参画がなされた先の、ケアやフォローの

観点も、労働局と連携して取られていくべ

きではと思う。 

 今後の施策を検討する際の参考とさせて

いただきます。 

パートナーとのやり取りの中で、自身が

何気なくやっていることがともすれば DV

になりうることを実感した。 

DVの事例、わかりやすく犯罪なものより

も、やってしまいそうな身近なものの事例

が多くあると、認識を新たにしやすいと思

う。 

 今後の事業実施に当たり、参考とさせてい

ただきます。 

子供の性暴力に関する事件をよく耳に

するようになったが、子供は性暴力と身近

な大人との通常の接触、子供同士のじゃれ

あいなどとの区別がつかないと思う。特に

親族や先生などからであると、正当化しが

ちでは。性犯罪等に対する啓発は小学生く

らいから継続的に行うべきと思う。 

 御指摘のとおり、暴力が根絶された社会の

実現に向け、学校等における教育をはじめ、

中高生や大学生などを対象としたデートＤ

Ｖの予防啓発等、若年層向けの取組を推進し

ていきます。 

暴力はだめですが、根本にあるものを改

善しないと、根絶しないと思います。 

子どものころからの教育、また貧困（経

済状況など）が大きく関わってきているか

と思いますので、暴力をなくすことばかり

にお金をかけるのではなく、教育・経済な

ど、大きな側面で見て計画を立ててほしい

です。 

 今後の施策を検討する際の参考とさせて

いただきます。 
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P39 の困難な問題を抱える女性等の【現

状と課題】については、「みんと」などに寄

せられた実態、とくに、実父、実兄など家

族からの性暴力・性的虐待が多数を占めて

いる実態、その虐待が幼児期から行われて

いることなどの実態を明記すべきです。 

 「加害者更生」については、被害者を生

まない社会づくり、加害を継承しない社会

づくり、あらゆる暴力が根絶される社会づ

くりの根本的な取組として位置付け、施策

の展開が求められていることを明記すべ

きです。 

「加害者更生」の取り組みを「推進施策」

にも展開すべきです 

 「みんと」などに寄せられた実態について

は、「第 2章 男女共同参画を取り巻く状況」

27 ページに記載していますが、年齢別など

のデータを追加しました。 

 「加害者更生」については、加害者の認知・

行動変容を保証するプログラムがあるわけ

ではなく、暴力が根絶された社会の実現に向

けた根本的な取組としては、加害者を生まな

い教育・啓発が重要であると考えています。

「加害者更生」に関する取組は推進施策③に

記載しています。 

案 41ページの「③ 相談支援体制の充実」

では、女性に対する支援体制と男性に対す

る支援体制の書き振りや内容の詳細度に

大きな差が見られる。現状でも相談窓口に

大きな差がある。例えば、ウィングスの電

話相談は女性向けは「毎週」で、週４日は

7 時間週 1 日は 10 時間開設されるのに対

し、男性向けは「月」2回でしかも 90分し

かない。案 25ページで「男性は前回調査の

15.6％から急増」と書き、概要版 3ページ

でも「男性被害者への相談支援体制を整え

ることが求められています。」とあるのに、

具体的内容が「男性のＤＶ被害者の相談体

制の強化」しか書かれていない。具体的に

何をどう強化するのか計画文書に明記し

ないと行政が予算付や事業化する動きへ

とつながらない。計画案では不十分。 

 御指摘のとおり、男性相談に対応する必要

性は年々高まっていると認識しており、今後

の男性相談の充実について具体的内容を検

討していきます。 

少しではあるが、男性の性被害について

も記載があったのが評価できる。 

一方で、性被害や DV というと男性が加

害者という思い込みはまだ人々の中にあ

ると思うので、教育現場などで（デート DV

の予防啓発を行っていると記載があっ

た。）、ちょっと「男性が被害者の場合もあ

ります。」と言っておけば OKというのでは

なく、説明する際あえて男性被害者の例を

示すなどしてほしい。 

（性別が特定できないようにする、という

のは、「どちらでもあり得る」と考える人間

に対しては有効だが、「被害者は女性」とい

う思い込みの下では機能しない。） 

 今後の事業実施に当たり、参考とさせてい

ただきます。 
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案 42 ページの「⑥ 暴力の未然防止及び

抑止に向けた研修・啓発」では、男子校で

の啓発活動やジェンダー教育が効果的だ

との記事や事例報告も増えてきてよく見

かけるが、女子校、女子大での「女性も DV

加害者になりうる」ことを伝える事例はほ

とんど見たことがない。イラストでも男性

が加害者、女性が被害者な描写がまだまだ

使われていて、両方ありうるのだという正

しい伝え方ができていないことへの啓発

的取り組みも盛り込んでほしい。 

 今後の事業実施に当たり、参考とさせてい

ただきます。 

P42⑤自立に向けた支援の充実には、「支

援に必要な福祉施策を提案・実施する」こ

とを明記すべきです。 

 ⑤に記載の「必要な福祉施策へのつなぎ」

は、福祉部局において様々な福祉施策を実施

していることを前提としており、女性支援に

おいて必要な施策について関係部局間で互

いに連携しながら今後の施策を検討してい

きます。 

 

（区分Ｃ）その他について 

御意見 回答 

京都市の税金を無駄遣いしないで欲し

い。 

 今後の施策を検討する際の参考とさせて

いただきます。 

同計画を礎にどういった個々の施策が

位置づけされるのか期待したいと思いま

す。 

 本計画に基づく個別の施策及びその実施

状況については、年度ごとに策定する予定の

各年次計画と実績報告により、詳細に把握

し、京都市男女共同参画審議会での議論の

下、適切に管理するとともに、京都市情報館

に掲載します。 

こういう計画は、策定の効果がいまいち

わからないですが、数年前を比べたら格段

に女性は働きやすくなっているなと思い

ました。 

社会の変化もありますが、地道に自治体

が計画の方針を定めて進めてこられたこ

とも大きいと思います。 

 御意見を今後の施策を検討する際の参考

とさせていただきます。 

若年男性の自殺が減っているわけでは

ないので、男女ともに若年層の自殺対策に

取り組むべき。 

 若年層自殺対策につきましては、関係部局

間で互いに連携しながら、今後の施策を検討

していきます。 

SNS、夜間・休日開催のワークショップな

ど、参加しやすい工夫が必要。 

各年代に響く媒体での広報を。 

 御意見を参考にしながら、市民の皆様に、

年代に関わりなく正しく男女共同参画の理

念が広がる周知・啓発に努めていきます。 
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私は男性ですが、従来の男女共同参画の

分野の取組では、男性のための施策的なも

のが少ない（私が知らないだけ）と感じて

きました。 

この案では、部分的に男性向けのことが書

かれていますが、今後さらに充実していく

ことを期待しています。 

あと、京都府とか国とかと一緒に取り組ん

でおられるのは結構な事で、今後さらに連

携を強化していただきたい。 

 今後も、性別に関わらず、誰もが平等に個

人として尊重され、自らの意思に基づいてあ

らゆる分野で個性や能力を発揮でき、生きが

い・やりがいや幸せを感じられる社会の実現

に向けて取り組んでいきます。 

男性と女性の断絶（女性専用車両問題な

ど）や同性同士の対立（「子持ち様」や産休、

育休中の業務の負担など）が社会問題にな

っています。 

こういった状況も踏まえ、男性、女性だ

けではなく、すべての性、すべての人が協

力してウェルビーイングな社会を共に築

いていけるよう、さらに強いメッセージを

打ち出していただけると嬉しく思います。 

一部の内容が女性だけに偏りすぎてい

る。 

若者の視点からすると、古い考えを持っ

た大人が多いと感じる。飲みの場での同意

のないスキンシップなど、業務外で尊厳を

踏みにじられる行為は日常茶飯事になっ

ている。 

 男女共同参画・女性活躍の推進は、性別に

基づく固定的な価値観や行動規範の解消、就

業環境の改善などを通じて、全ての人が暮ら

しやすい「ウェルビーイングな社会」の形成

に資するものと認識しています。 

 また、セクシュアル・ハラスメントをはじ

めとするあらゆるハラスメントは重大な人

権侵害であり、性別を問わず、ハラスメント

を許さないという社会の雰囲気作りに努め

ていきます。 

エレベーターで乗り合わせた年配の男

性が「降りるときは女性が先！」とまわり

の人達に注意するのを見た。本人なりに女

性に対する配慮を表明していると思われ

るが、その場にいた女性は気まずそうな表

情をしていたように見えた。 

「男女共同参画の取組は男性に対する

逆差別」という声を聞いたことがあるが、

配慮される立場の気まずさ、居心地の悪さ

を感じさせることなく、構えることも押し

付けることもなく男女共同参画を実践す

ることの難しさを垣間見た思いがした。 

これは程度の問題であり、ちょうど良い

程度を見出すことは大変難しいと思うが、

各人がこれを見出すヒントを得られるよ

うな内容のプランを目指してもらいたい。 

 今後も誰もが平等に個人として尊重され、

自らの意思に基づいてあらゆる分野で個性

や能力を発揮でき、生きがい・やりがいや幸

せを感じられる社会に向けて取り組むと同

時に、市民の皆様に正しく男女共同参画の理

念を理解・実践していただけるよう、周知・

啓発に努めていきます。 
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男女共同参画センターでの利用状況、不

要な補助金の支出が無いかチェックして

欲しいです。 

 男女共同参画センターの運営において、透

明性の確保と適正な予算執行が不可欠であ

ることは言うまでもありません。 

 事業内容の妥当性、効果測定、そして支出

の厳格なチェックを継続して行っていきま

す。 

男女共同参画費の使い方を考えてほし

い。本当に支援が必要な人に使ってほし

い。補助金目当ての団体などの利権の巣窟

にならないようにしてほしいです。 

 男女共同参画の推進に係る予算執行につ

きましては、会計規則に則り適切に行うこと

は言うまでもなく、本計画においても示す目

的に適った、効果的な事業実施のための執行

となるよう、取り組んでいきます。 

古い組織、田舎の組織では、セクハラが

強く残っている。これまで届いていない層

への情報発信が重要。 

 セクシュアル・ハラスメントをはじめとす

るあらゆるハラスメントは重大な人権侵害

であり、性別を問わず、ハラスメントを許さ

ないという社会の雰囲気作りに資する啓発

活動等を実施していきます。 

京都市では、男女共同参画の中核施設と

して、ウィングス京都があり、それに加え

て、DV 相談支援センター、みんとがある

など、充実した支援策が備えられている。

相談機能が重複しているかもしれないが、

3 センターの役割分担を明確にしながら、

体制の充実を進めてほしい。 

 各センターについて、それぞれの役割を明

確にしながら、適切に連携し合う体制を通じ

て、誰一人取り残さない社会の実現に向けて

取り組んでいきます。 

とてもよくまとまっていると思う。モニ

タリング指標の「ＤＶ相談窓口の認知度」

が激減しているのはなぜか気になる。積極

的に広報してほしい。 

 ＤＶ被害者支援を必要な方に届けるため、

窓口の周知は極めて重要であると考えてい

ます。引き続き積極的な広報に努めます。 

ワーク・ライフ・バランスが一般的な言

葉になりつつあります。家庭や自分のため

に仕事をしているので、その考え方はよく

わかりますが、ワークにかける時間は減ら

しつつ、ＤＸや時間の使い方を工夫して、

今まで以上に濃い仕事の仕方をすること

も大事ではないかと思います。これまでは

時間で仕事に対する取り組みをカバーし

てきましたが、考え方を我々高齢者も変え

る必要がありますね。 

 本計画では、ライフスタイルや価値観が多

様化する中、誰もが、多様な選択肢の中から

自分自身の生き方を安心して選ぶことがで

き、生きがい・やりがいや幸せを感じられる

社会を目指しています。 

 御意見を今後の施策を検討する際の参考

とさせていただきます。 

国では「ハラスメント防止」の中でカス

タマーハラスメントにも触れています。市

役所が率先して基本方針の策定に取り組

み、民間への支援にもつなげてほしいで

す。 

 カスタマー・ハラスメントについては労働

者の尊厳に関わる重要な問題と認識してお

り、関係部署における確かな連携の下で取組

を検討していきます。 

男女共同参画について、様々な会社で新

人研修や管理職研修などで学べる制度や

システムがつくれるとより良い社会がで

 御意見を今後の施策を検討する際の参考

とさせていただきます。 
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きるのではないでしょうか。 

「男性だから」という優位性はなくすべ

きだが、一方で「女性だから」という理由

で様々な所で女性枠が設けられるのもお

かしな話。逆差別になる。 

（祇園祭を例とするなら、一部の山鉾を例

外として、女性は山鉾の上に上がることが

できない伝統文化との兼ね合いもあるの

で難しい話だが） 

男女問わず能力が高い人に平等に機会

が与えられる社会の形成が必要。 

 男女共同参画社会基本法には、「社会にお

ける制度又は慣行が男女の社会における活

動の選択に対して及ぼす影響をできる限り

中立なものとするように配慮されなければ

ならない。」と定められています。このこと

を踏まえつつ、能力や資質に基づく機会均等

との均衡を考慮しながら、女性活躍推進のた

めの取組を進めていきます。 

男女共同参画というと「女性活躍」とい

う言葉がよく使われますが、「男性も女性

も活躍できる社会」という観点がもっと打

ち出されてもいいのかな、と思います。 

今でこそ男性の育児参加も進んでいま

すが、子どもの学校に行ったりすると、「あ

ぁやっぱり子ども周りは女性中心だな」と

感じたりもします。 

施策を打って対策するのは難しい面が

あると思いますけど、視点として打ち出す

のは大事かな、と思いました。 

 本計画では、女性活躍のみに限定すること

なく、性別に関わりなく、誰もが自らの意思

に基づいてあらゆる分野で個性や能力を発

揮できる社会を目指しており、施策の実施を

通じて「性別に関わらず活躍を目指す」とい

う目標の定着に努めていきます。 

京都市でも人口減少が深刻であると聞

く。若年層をはじめとする女性が京都市を

住む場所、働く場所として選ぶことが、人

口減少対策において有効な手立てとなり

得ると考えるので、市政分野間での優先度

を従来以上に高くして、人的資源や予算を

手厚く充てられたい。 

 男女共同参画と人口動態との関わりにつ

いて留意しつつ、関係部局間での連携を図り

ながら施策を検討していきます。 

男女共同参画の理念は立派だと思うが、

この政策によって、京都市は他都市との人

口獲得競争において、どのように寄与して

いるのか不明確ではないだろうか。 

男女共同参画も人口減少期においては、

メリットにもデメリットにもなりえる。 

京都市が将来残っていくためにどのよ

うに寄与できるのか明確にされたい。明確

にできないのであれば、政策優先度は低い

ので、新たな指標を設けて税金を投入する

コスパは低いと思う。 
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ステレオタイプな価値観が生きづらさ

に繋がっているケースが多いことを踏ま

え、ステレオタイプな価値観を次世代へ継

承しないため、広報物や学校教材などに気

を配ってほしい。 

例えば、人間を男と女の２つにキッパリ

分ける二元論的な考え方や、「子育て中の

ママへ」という表現（※パパを排除してい

る。）、料理関連のイラストが常に女性であ

るなどの表現に気を付けてほしいです。 

 男女共同参画について、正しい理念が普及

するよう、広報物や学校教材等の内容には十

分に気を配りながら、今後も適切な周知・啓

発に努めていきます。 

意識を持ち直すことと、働く人が減り

DV 被害が増えることで、税金が目減りす

ることへの対策と、経済の発展との間でよ

りマナーと節度を保っていく姿勢が求め

られると思う。 

何が正しいかが時代によって変わるの

は当然かもしれないが、趣味でないことを

労働の場で、競争社会の中で強いられてい

るかもしれない存在のことを考えると胸

が痛む。あまりに女性像として古臭く、垢

抜けないというだけでなく、かわいそうで

目も当てられない。 

若さを浪費するのでなく、それぞれが実

力をつけて社会をより住まいやすい場に

整えていく、時代を後退させないという意

志が必要だと思っている。 

また、就労していない人への健康診断

や、社会常識の研修など、労働者と同等に

やらないと、犯罪者が増えるのではないか

となんとなく思う。 

 

 本計画に基づき、性別に関わらず、誰もが

平等に個人として尊重され、自らの意思に基

づいてあらゆる分野で個性や能力を発揮で

き、生きがい・やりがいや幸せを感じられる

社会に向け、御意見は今後の施策を検討する

際の参考とさせていただきます。 

一般から意見を募集するには、このサイ

トだけでは厳しいものがあると思う。漠然

と意見を求めるよりも、細かな項目に分け

て意見を求める方が参加しやすい。プリン

トアウトして計画案を出力したけれど、状

況説明ばかりに思えて、具体的にどうして

いきたいが見えにくかった。まだまだ男社

会で女性は生きづらく、活きづらいのだ

と、思うだけだった。 

 御意見を今後の意見募集方法の検討にお

いて参考させていただきます。 

 なお、今回の意見募集については、京都市

情報館での掲載によるほか、各所にチラシを

配架を行ったうえ、郵送、持参、メール等の

方法で頂戴しました。 

《意見募集について》 

市立学生の夏休みの宿題として配付し、集

約する方法も加えては？ 

∵多世代からの意見収集 

計画の期間は数年以上である事が多い

為、未来の自分たちの事を考える＋家族な

ど周囲の意見も反映できるよう、市立小学
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５年生・中学１年生・高校１年生・大学生

などに、夏休みの宿題として「自分自身と

しても考え、周りの人たちともお話したり

して書いて」と渡し、集約するのも一案で

は？ 

第 4 章 モニタリング指標 

市職員における管理職員に占める女性

職員の割合が 20%以下であるばかりか低下

していることに驚きを感じる。これだけ長

年にわたり計画、目標設定、啓発を継続し

ても、世界に劣る結果しか出せないのは、

日本社会の根本的な体質の問題があるか

らではないか。この根深い問題を解決する

ためには、国全体の問題として法改正を行

い強制的に変えるしか方法はない。 

 御指摘も踏まえ、性別に関わらず、誰もが

自らの意思に基づき、あらゆる分野で活躍す

ることのできる社会を目指して、国・府とも

連携しながら取組を推進していきます。 

●モニタリング指標 

本市職員における防災関連部署の女性

職員の割合 

 計画の進捗状況については、本計画に基づ

いて年度毎に策定する年次計画及び実績報

告にて適切に管理していきます。 

 年次計画等においてどういった数値を目

標とするかについては、いただいた御意見も

参考にしながら、検討していきます。 

これまで、いわゆる「数値目標」を設定

することが様々な計画では常識とされて

いたと思いますが、京都市の力ではいかん

ともしがたい社会経済状況やトレンドな

どもあるため、「目標」ではなく「モニタリ

ング指標」とされることには大いに賛成で

す。 

確かに「京都市職員における管理職員に

占める女性の割合」であれば、京都市の意

思で半ば強権をもって高めることも実現

可能ですが、「固定的な性別役割分担意識

の解消」については、市民の主体的意識に

かかわるものであり、これを直接京都市が

どうこうできるわけではありません。 

京都市の取組（努力）に加え、国や府、

あるいは民間企業・団体、マスコミ、ＳＮ

Ｓなど多様な動きや力によるものですの

で、京都市の「目標」とするには無理があ

ると思います。 

 御意見を今後の施策を検討する際の参考

とさせていただきます。 
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目標値を定めず、モニタリング指標とす

るとのことだが、計画の効果検証が見えづ

らくならないか心配。少なくとも「京都市

の管理職に占める女性割合」や「民間企業

における役職者の女性比率」は目標値を設

定する方がよいと思う。男女計画の進捗確

認の中できちんととりまとめて公表し、男

女共同参画が進んでいるかチェックして

ほしい。 

 本計画に基づく個別の施策及びその実施

状況については、年度ごとに策定する予定の

各年次計画と実績報告により、詳細に把握

し、京都市男女共同参画審議会での議論の

下、適切に管理するとともに、京都市情報館

に掲載します。 

 

（区分Ｄ）第 1章「計画策定に当たって」について 

御意見 回答 

本計画書のタイトルを「男女共同参画計

画」というわかりにくいタイトルから「男

女平等計画」に変更するべきである。 

 本計画は、国の法律「男女共同参画社会基

本法」や本市条例「京都市男女共同参画推進

条例」基づく計画として、これまでに 5期を

重ねて取組を進めてきたものです。 

名称を変更することで、従来の計画や法令

との一貫性、関連性が見えづらくなることが

懸念されることから、この度は計画名の変更

をいたしませんが、御意見が「男女間の格差

を解消することが計画の主要な課題である

ことを明確すべきである」との御主旨を今後

の取組の参考にさせていただきます。 

「誰もが生きがい・やりがいをもって活

躍できる社会の実現」という表現は、「男女

平等社会の実現」という本来の目的を直視

することを避けているようだ。 

やはり、ここでは、「男女の性別に関係な

く誰もが平等に尊重される社会の実現」

と、単刀直入に「男女平等」と表現するべ

きである。そうでないと、一体何を目指し

ているのかが伝わりにくい。 

男女が共に参画する国にするためには、

まず男女平等であるべきである。 

 御指摘の文は、本計画が基づく「京都市男

共同参画推進条例」の前文において、京都市

が魅力あふれるまちとして輝き続けるため

に「市民一人一人が、性別にかかわりなく個

人として尊重され、様々な分野で生き生きと

活動することができるようにしなければい

けない」旨を掲げていることを受け、「誰も

が」と表現しています。 

 この「誰もが」は、性別はもとより、その

他の属性を含めた全ての市民の方が、平等な

扱いの下で活躍されることを表しています。 

 御意見の「男女平等の実現が、従来に変わ

らず計画の主要な課題であることを単刀直

入に表現すべきである」との御主旨を今後の

取組の参考にさせていただきます。 
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全体として「性別や性的指向・性自認に

かかわらず、誰もが平等に個人として尊重

され、権利が認められる社会」「ジェンダー

平等」という考えが弱いと感じます。「男女

共同参画」という言葉にこだわるのではな

く、「ジェンダー平等」の精神を広げること

を目的とした計画にすべきです。「ジェン

ダー平等」の言葉が知られていないのな

ら、その意味を明記すればよいと考えま

す。 

 基本理念などに、性の多様性を認める言

葉を明記すること。せめて「男女等」とす

るなどの工夫が必要です 

ジェンダー（社会的・文化的につくられる

性別）に基づく偏見や不平等を解消すること

は、本計画が目指す、誰もが個人として尊重

される社会の実現にもつながるものである

と捉えており、本計画を通じて、御指摘の性

別や性的指向・性自認における多様性も含

め、幅広く多様な人々を包摂し、全ての人が

幸福を感じられる社会の実現に向けて取り

組んでいきたいと考えています。 

京都市がやる必要性を感じない。 

国に任せれば良い 

税金の無駄遣いなので京都市でやる必

要ない 

国を挙げての男女共同参画推進に関する

基本を定める「男女共同参画基本法」におい

ては、国と地方自治体の役割について、国が

施策を総合的に策定・実施したうえ、地方自

治体は、国の施策も踏まえ、その自治体の特

性に応じた施策を策定し実施することと規

定されており、本市においては、本市におけ

る実情に即した計画を策定したうえ、国、ま

た府や民間の団体等とも連携しながら、取組

を推進していく必要があるものと考えてい

ます。 

これまで男女共同参画というと女性に

焦点が当たりがちだったのが、社会全体の

ウェルビーイングを目的とし、対象が広く

感じられるのがよかった。 

庁内の体制について、男女共同参画推進

員が事実上あまり機能していないように

思う。庶務担当者を形式的に任命し、研修

を受けるだけという状況で任命される層

も固定化しがち。特に中堅以上（どちらか

というと考え方が古い層）の意識改革につ

ながる取組があるとよいと思う。 

 京都市役所庁内における男女共同参画

意識の定着のため、各職場で、男女共同参画

の意識醸成や業務への反映等に取り組む役

割を担う男女共同参画推進員について、その

役割が効果的に果たされるため、同推進員を

対象とする研修等において男女共同参画推

進の意義や同推進員の役割に関する理解が

深まるよう努め、同推進員の職場での普及活

動によって、中堅層以上も含む全ての職員に

理解が広がるよう、工夫して取り組んでいき

ます。 

計画策定に当たる推進委員に女性（決定

権を持つ）が何人いるのでしょうか。市の

基本計画策定に関わる各行政区の委員を

見ても、女性が少なく、女性の人権や子ど

も権利に関わる意見が出せる委員が少な

く見受けられます。まずはせめて男女半々

の数、そして代表となる人は女性を置くと

ころから始まるのではないでしょうか。 

 本計画の策定に際して内容等の審議を行

ってきた男女共同参画審議会において、委員

１２名中、女性は７名であり、現行の「第５

次男女共同参画計画」において本市附属機関

等（男女共同参画審議会を含む。）の目標と

される「男女いずれの委員の割合も３５％以

上」を満たしています。 

 本計画では、目標のハードルを上げて

「男女いずれの委員の割４０％以上６０％

未満」としており、市の様々な分野における

取組に女性の意見が従来に増して反映され
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るよう、取り組んでいきます。 

《策定について》 

人権文化推進計画と同じように延長し、

今回は追補版を出すという選択肢は無か

ったか？ 

∵ 機運 

 ・社会情勢等を受けて、庁内体制の事務

局が「共生社会推進室」になった。 

 ・「世界文化自由都市宣言」50 周年に向

けて、人権文化推進計画と併せて「共生社

会推進計画」として策定する手もあったの

では？ 

 本計画の計画期間等につきましては、京都

市男女共同参画審議会における審議を経て

決定したものであり、その際に期間の長短や

他の計画との関連等について様々な御意見

を頂戴しています。 

 次回計画策定時において、御意見を参考に

させていただきながら、改めて検討します。 

他の分野の計画も含めてのことですが、

５年ごとに計画を策定する手間を考える

と、人的資源がもったいないな、と思いま

した。 

無期限の計画を、必要が生じる都度に手

直しするのではいけないでしょうか？ 

計画期間については、社会情勢や男女共

同参画に係る機運の変化に対応する観点

から、5 年間という期間でちょうど良いと

思われます。 

ウェルビーイングとかのカタカナ用語

は届きにくいし、期間も短期設定しなけれ

ば評価しにくいと思う 

国の「第 6次男女共同参画基本計画」策

定に当たり、京都市独自の指針として次期

計画策定へ向けた取り組みは評価すべき

である。 

時期については、第 5次計画期間の 5年

間において、男女共同参画に係わる法律の

公布や改正など大きな動きがあり、日々変

化していく世論や世界情勢、市民の生活状

況や情報の波に細かく対処するべく、3 年

周期の計画に変更するべきと考える。 

男女共同参画を取り巻く状況は意識面

を含め刻々と変化しているため、計画期間

としては３年～５年ぐらいが適切だと思

う。 

5年間、同じ計画は長すぎる。 

社会情勢は日々変化するのだから、毎年

修正してその時の情勢にあったものにし

た方がよいのではないでしょうか。形骸化

してるように思えてなりません。 
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「ウェルビーイングな社会の実現」とい

う概念的な表現がどういう状態を目指す

ものなのか分かりにくいと感じました。

「よい状態」ということが誰にとってどう

よい状態なのかは尺度が異なると思いま

す。計画の位置づけとしては抽象的である

という印象があります。 

 「ウェルビーイング」は、近年の単身世帯

の増加等の背景を踏まえ、家庭という生活基

盤を前提としない「個人」にあっても居場所

を有し、幸せや生きがいを感じられるよう

な、より高い包摂性を有する社会の実現を目

指した考え方です。 

 従来の計画にはなかった言葉であり、英語

由来で、また、抽象的な概念でもあることか

ら分かりづらいところがあるとの御指摘を

踏まえ、本市が目指す「ウェルビーイング」

の考え方の周知・普及に努めていきます。 

ウェルビーイングな社会の文言は意味

は素晴らしいがなじみが無くすぐに理解

しにくい。計画名が男女共同参画とわかり

にくい日本語なのにわかりにくい英語を

いれてどうするのか。だれにでもわかりや

すい日本語を使ってほしい。 

「５ 推進体制」の「（１）推進拠点」の

一番に京都市男女共同参画センターを掲

げるのであれば、市の正規職員の女性支援

員が複数で常駐し、市の施策改善に迅速に

反映できるようにすべきであり、困難な女

性への支援等がスムーズに行われる体制

の拡充を明記すべきです。 

 推進体制に区役所を位置付けることも

重要です。区役所に女性支援員を配置し、

市民に身近な場所にジェンダー平等や暴

力など女性の困りごとに応じられる窓口

を設置し、市の施策にスムーズに繋げられ

る支援体制を構築すべきです。 

 本市では、２名の女性相談支援員につい

て、つなぎ役として本庁に配置することで、

男女共同参画センターやＤＶ相談支援セン

ター、「みんと」と区役所・支所、本庁各局、

その他様々な関係機関等が効果的に連携し、

重層的な相談支援体制の下、適切なサービス

につなぐことが可能となっています。また、

ＤＶ相談支援センターに８名の相談支援員

を集約配置することで、高い専門性と共通の

支援ノウハウに基づく長期的・継続的な対応

や、この体制を活かした迅速かつ手厚い支

援、土曜日の相談支援対応など、区役所等へ

の分散配置では対応が難しい課題にも対応

できるものと考えています。 

男女共同参画審議会については、市長の

諮問に応じるのみではなく、審議会の判断

に基づいて調査、審議、市長への意見を述

べる機関として位置づけることが必要で

す。市長の諮問のみでは、ジェンダー平等

社会への改善が遅れます。 

 また、同審議会の市民公募委員の選出に

ついては、市民が知らないところで決めら

れているように感じます。「市民への周知

を十分に行い、公募・選出される」ことを

明記して、公募について市民参加が進むよ

うにしてはどうかと考えます。 

さらに、「ジェンダー平等審議会」とし、

LGBTQ+の当事者の意見が反映できる工夫

が必要です。 

 男女共同参画審議会では、本計画の策定に

関し、本市から諮問を受けたうえ、本市の状

況や男女共同参画を取り巻く情勢を踏まえ、

また、審議会委員御自身の知見や考察に基づ

いて熟議を重ねており、この度のパブリッ

ク・コメントも踏まえて、今後、市長に答申

を行うことを予定しています。 

 同審議会の市民公募委員の選出において

は、報道発表や広報チラシの配布等の周知に

努めていますが、さらに市民参加が進むよ

う、周知の充実に努めます。 

 ＬＧＢＴＱ＋の当事者の方の御意見につ

きましては、これまでからもパートナーシッ

プ宣誓者のアンケートやコミュニティスペ

ースの場など、様々な機会を通じ、当事者の

方が抱える生きづらさの把握に努めていま

す。今後も当事者のお声を聞きながら施策を

進めていきます。 
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（区分Ｄ）第 2章「男女共同参画を取巻く状況」について 

御意見 回答 

「介護」がどのような人の介護を想定してい

るか、例えば高齢者を前提としているとした

ら、そのことを明記してほしい。 

 文中の「介護」につきましては、高齢者の

方のみならず、負傷、疾病又は身体上若しく

は精神上の障害により、歩行、排泄、食事、

入浴等の日常生活が困難な人を支え、尊厳あ

る自立した生活ができるよう手助けするこ

とを指します。 

女性が決定権のある場に半数いるのがあ

たり前になるところから始めなければなら

ないと思います。また思い込み・バイアスを

持った大人に育てられた子供は同じように

育つので、バイアスのない大人を増やす努力

が必要と思います。DV 性被害にあった男性

が声を挙げられない社会、女性だから仕方な

いと思い込んでいる社会を変える為の大き

な変化が求められています。 

 本計画では、誰もが平等に個人として尊重

され、自らの意思に基づいてあらゆる分野で

個性や能力を発揮でき、生きがい・やりがい

や幸せを感じられる社会を目指し、男女共同

参画の視点での施策を進めていきます。 

 また、性別役割分担意識などは幼少期から

周囲の言動により無意識に根付いてしまう

ため、教育現場では教職員の意識改革や言動

の見直しを図る研修を実施しています。引き

続き、教職員一人ひとりが多様性を尊重する

姿勢を大切にしながら、男女平等教育の推進

に取り組んでいきます。 

P２３の≪DV 相談支援件数≫は、男女等の

比率を明記して、実態を明らかにすべきで

す。 

 ＤＶ相談支援センターでは、女性被害者の

みを相談の対象としています。男性の状況に

ついては、28 ページの図表 27（ウィングス

京都 男性からのＤＶに関する相談の内訳）

に掲載しています。 

 

（区分Ｄ）基本目標１について 

御意見 回答 

 ウェルビーイングという言葉が分かりに

くいです。「誰もが生きがい・やりがいをも

って活躍できる社会」というのであれば、誰

もが分かりやすい言葉にする方が良いので

はないでしょうか。 

 「ウェルビーイング」については、個人の

生きがい・やりがいのみならず、安心・安全

や個人の尊厳を含めて、多様な幸せと、社会

との関連性を重視した包摂性の高い考え方

であると認識しています。 

 従来の計画にはなかった言葉であり、英

語由来で、また、抽象的な概念でもあること

からわかりづらいところがあるとの御指摘

を踏まえ、本市が目指す「ウェルビーイン

グ」の考え方の周知・普及に努めていきま

す。 

男性の育児休業の取得率が近年大きく上昇

していることに改めて気付かされたが、記

載のとおり、公務員と民間との間で大きな

格差があることは依然として課題だと思

う。 

 御指摘の通り、男性の育児休業取得率に

ついては近年大きく向上していますが、公

務員と民間企業との間には格差があること

を課題として認識のうえ、施策を検討して

いきます。 
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計画の体系のⅠや基本目標Ⅰは、「誰もが

平等に個人として尊重される社会の実現」

とし、ジェンダー平等の精神を掲げるべき

です。P３１から P３８のあらゆる部分にジ

ェンダー平等の言葉を入れるべきです。 

ジェンダー（社会的・文化的につくられる

性別）に基づく偏見や不平等を解消するこ

とは、本計画が目指す、誰もが個人として尊

重される社会の実現にもつながるものであ

ると考えています。 

幅広く多様な人々を包摂し、全ての人が

幸福を感じられる社会の実現に向けて取り

組んでいきたいと考えています。 

「近年、若い世代における仕事と家庭生

活のバランスに関する意識は変化してお

り、若い世代の女性ほど、就業継続意欲、昇

進意欲、管理職になることへの意欲が高

く、」とあるがどこからの情報なのか。女性

だからといって昇進させる雰囲気があるの

は困る。女性活躍させようという雰囲気に

追いつけない。 

 御指摘の箇所は、令和６年度男女共同参

画白書に記載の情報を引用したものです。 

 本計画では、誰もが平等に個人として尊

重され、自らの意思に基づいてあらゆる分

野で個性や能力を発揮でき、生きがい・やり

がいや幸せを感じられる社会を目指し、男

女共同参画の視点での施策を進めていきま

す。 

性別、年齢により、区切ったり限られる組

織が多いと思います、身近な自治会、そして

社会、企業への啓発・意識を変える研修を行

い、そのうえで場づくりを同時にしていか

なければ変わりにくいと思います。大胆な

変革を望みます。 

 自治会、企業等への啓発につきましては、

本計画に基づく個別施策や「出前トーク」な

どを通じて効果的に行っていきます。 

案 36 ページでの「① 男女共同参画意識

の醸成に向けた啓発」には、大学入試におけ

る「女性枠」は性別での差別だという認識を

広める啓発も含めてほしい。それが差別で

あっても現状の大学や分野での男女差を克

服するために必要だと言うのは理解できる

が、一部の学識者が「差別ではない」と誤っ

た認識を持っているので、まだまだ男女共

同参画の視点に立った啓発が不十分に感じ

る。また、京都市立芸術大学でも「男性枠」

が差別だけども必要と感じる。まだまだ今

の大学生の親年代の大人には「男は仕事に

つけないような芸術ではなく仕事につなが

る分野を選べ」という意識が根強く、高校生

の進路選択で親や教員からの言葉を参考に

した割合が多いことからも、上の世代の固

定的な性別役割分担意識に左右されず、男

女どちらも芸術に親しみ世界的な文化都市

京都の担い手となれるよう、京都市立芸術

大学でも「男性枠」を設置すべきと考える。 

 女性枠や男性枠の導入については、多様

な学生の獲得やジェンダーバランスの促進

を目的に、各大学において検討の上判断さ

れるものと認識しています。 

 京都市立芸術大学の入学者選抜における

取扱いについては、御意見を参考とさせて

いただきます。 
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（区分Ｄ）基本目標２について 

御意見 回答 

 根絶に向けた施策には、性加害者も性被害

者も生まない、育まない、乳幼児期からの人

権教育及び性教育が急務です、自分を大切に

すること、嫌だと言うこと、相手も大切にす

ること、そして意思の確認をすること、バウ

ンダリーなどを育むためにまずは乳幼児に

関わる大人、特に保育士や福祉関係者への研

修を必須とし、意識を変えることが最優先だ

と思います。そんな大人に育まれた子供たち

の将来は加害者を減らしそれが被害者を減

らすことになると思います。  

 御指摘のとおり、子どもたちが加害者、被

害者、傍観者にならないためには、幼児期及

び各教育課程において、性暴力の根底にある

誤った認識や行動、また、性暴力が及ぼす影

響などを正しく理解したうえで自分や相手、

一人ひとりを尊重する態度等を身に着ける

ことが必要と考えています。保育士や福祉関

係者など乳幼児に関わる大人に対する研修

について、今後の取組の参考にさせていただ

きます。 

 

（区分Ｄ）その他について 

御意見 回答 

男女共同参画というネーミングは多様性

の時代に合っているのか疑問 

 本計画は、国の法律「男女共同参画社会基

本法」や本市条例「京都市男女共同参画推進

条例」基づく計画として、これまでに 5 期

を重ねて取組を進めてきたものです。 

名称を変更することで、従来の計画や法

令との一貫性、関連性が見えづらくなるこ

とが懸念されることから、今回は計画名の

変更はしませんが、御意見の「男女間の性別

のみのとどまらない、幅広い多様性を念頭

に置く事態認識が求められる」との御主旨

を今後の取組の参考にさせていただきま

す。 

会議や役職等に女性を何%以上配置する

等のよくある制約は必要なのか。男女問わ

ず知識や能力で評価されるべきで、求めら

れる内容について男性の方が秀でている場

合にも女性を登用することは、誰のために

もなっていないと思う。 

 会議や役職等において、女性比率を設定

する取組は「ポジティブ・アクション」と言

われ、「社会的・構造的な差別によって不利

益を被っている者に対して、一定の範囲で

特別の機会を提供することにより、実質的

な機会均等を実現することを目的として講

じる暫定措置」とされています。社会の様々

な分野における意思決定の場に男女が共に

参画し、多様な意見を政策や方針に反映さ

せることは、多様性に富んだ持続可能な経

済社会を実現するうえで重要であると認識

しており、引き続き取組を進めていきます。 
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若い世代では男女の役割固定化などの考

え方が減少し収入も家事育児介護も分担す

るのが当たり前の価値観になってきている

のに、長時間労働が改善されなければ育休

や介護休暇の取得もままならず、家事に参

加しろと言っても肉体的に限界がある。 

長時間労働が解消されれば、家事、育児、

介護により一層取り組めるし、肉体的精神

的余裕が増え、DV や自殺、精神疾患も減少

しうる。 

事象が起きてからの相談窓口や支援が現

状は不十分で拡充に取り組むべきなのはも

ちろんだし計画にも様々盛り込まれている

が、事象が起こらないよう根本解決のため

に労働状況へもっと積極的に切り込んで取

り組む計画であってほしい。全体的に、受け

身、待ちの姿勢に感じる。 

 男女共同参画・女性活躍の推進は、性別に

基づく固定的な価値観や行動規範の解消、

就業環境の改善などを通じて、全ての人が

暮らしやすい「ウェルビーイングな社会」の

形成に資するものと認識しています。 

 就業環境の改善等につきましては、企業

への啓発を中心に、本計画に基づき、個別の

施策を検討の上、効果的に実施していきま

す。 

子どもたちの性のハードルが低いこと、

また思春期以下の子どもが性的描写のアニ

メや動画や写真などを簡単に見れる状況に

あり、それらのことが自画撮被害（児童ポル

ノ被害の原因のトップ）につながったり、ま

た生成AIによる裸画像を簡単に作成したり

することから、性被害、性加害の低年齢化を

加速させています。現在大人である人を救

うのは元より、将来の加害、被害を減らして

いくために、乳幼児期からのかかわりが大

きく関係すると思います。 

 御指摘の状況を踏まえ、幼児期及び各教

育課程において、性暴力の根底にある誤っ

た認識や行動、また、性暴力が及ぼす影響な

どを正しく理解したうえで、一人ひとりを

尊重する態度等を身に着けるための「生命

の安全教育」等を実施することで、子どもた

ちが加害者、被害者、傍観者にならないよう

に取り組んでいきます。 

具体的な施策についてはこの計画では全

く言及されていないが、そういったものは

何を見れば知ることができるのか？ 

この計画は理念的なものを主に示すもの

だというのは理解できたが、市民にとって

より重要なのは、「じゃあ京都市は何をやっ

ているのか」、「私たちは何に参加できるの

か」「どういう支援を受けられるのか」であ

って、それを知るための手段を知りたい。 

 本計画に基づく個別の施策及びその実施

状況については、年度ごとに策定する予定

の各年次計画と実績報告により、詳細に把

握し、京都市男女共同参画審議会での議論

の下、適切に管理するとともに、京都市情報

館に掲載します。 

国では「非正規の待遇改善」や「防災での

ジェンダー視点」も重視していますが、この

計画では方向性だけで、具体的な取組内容

が少ないように見えます。 

 非正規雇用の待遇改善については男女の

置かれた状況の違いを背景とする様々な困

難を解消していくうえで重要であり、個人

が尊厳を持って生きる事にも密接にかかわ

る課題と認識しています。 

 また、防災における男女共同参画の視点

を災害対応の各段階において反映すること

は、被災時の多様なニーズに適切に対応す

るために、非常に重要であると考えていま
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す。 

 本計画に基づく個別の施策及びその実施

状況については、年度ごとに策定する予定

の各年次計画と実績報告により、詳細に把

握し、京都市男女共同参画審議会での議論

の下、適切に管理するとともに、京都市情報

館に掲載します。 

国では「非正規の待遇改善」や「防災での

ジェンダー視点」も重視していますが、この

計画では方向性だけで、具体的な取組内容

が少ないように見えます。 

 非正規雇用の待遇改善については男女の

置かれた状況の違いを背景とする様々な困

難を解消していくうえで重要であり、個人

が尊厳を持って生きる事にも密接にかかわ

る課題と認識しています。 

 また、防災における男女共同参画の視点

を災害対応の各段階において反映すること

は、被災時の多様なニーズに適切に対応す

るために、非常に重要であると考えていま

す。 

 本計画に基づく個別の施策及びその実施

状況については、年度ごとに策定する予定

の各年次計画と実績報告により、詳細に把

握し、京都市男女共同参画審議会での議論

の下、適切に管理するとともに、京都市情

報館に掲載します。 

市民が広く興味を持っているのは、ウィ

ングス京都の建物をどうしていくのか、と

いう点だと思います。計画の本筋ではない

と思いますが、本市での男女共同のシンボ

ルなので、施設の見直しに関して、一定充実

した記載があると良いと思います。 

京都府の男女共同の施設もあったと記憶

していますが、よく知らない身としては、な

ぜ二つあるのか、合体した方が効率的でな

いか、と思ってしまいます。様々な経過があ

り一足飛びに合併すること等はあり得ない

と思いますが、市民はどう使い分ければい

いのか、すみ分けや連携の内容等について

少し詳しめの解説があると良いと思いま

す。 

 ウィングス京都については、本来機能を

損なうことなく、施設認知度の更なる向上

や幅広い世代の利用促進に向け、民間活力

も取り入れながら、より開かれた公共施設

を目指していきます。 

 京都府とは、引き続き密接な連携を図り

ながら、市民の皆様にとってより利用しや

すく、効果的な男女共同参画施策を推進し

ていきます。また、施設の役割や連携内容に

ついて、より分かりやすく市民の皆様にお

伝えできるよう、広報活動の一層の強化に

も努めていきます。 
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モニタリング指標について、理解します

が、なぜ市職員の数値なのだろうと思いま

した。 

京都市内の民間企業や行政を合わせた数

値で状況を把握するべきではないでしょう

か。 

 従前の計画において設定してきた目標数

値については、男女共同参画社会の実現と

いう大きなテーマが不変のものである一方

で、これを取巻く状況は日々刻々と変化し

ており、５年間という計画期間中時宜にか

なう目標数値を設定することが困難な場合

があるため、今日の計画からはモニタリン

グ指標を設置することに変更したものであ

り、この変更によって男女共同参画の実現

に向け、様々な指標やデータの重要性を疎

かにするものではございません。  

 本計画に基づく個別の施策及びその実施

状況については、年度ごとに策定する予定

の各年次計画と実績報告により、詳細に把

握し、京都市男女共同参画審議会での議論

の下、適切に管理するとともに、京都市情

報館に掲載します。 

まず、国では「女性管理職 30％」「男性育

休率 2025年 50％」などの数値目標をはっき

り出していますが、 

市の計画にはそうした目標がなく、進み

具合がわかりにくいと思います。明確に目

標を位置づけるべきです。 

計画の実効性を高めるには、推進状況を

客観的に把握することが必要不可欠です。

しかし案では、第４章を「モニタリング指

標」と位置づけ、これまで目標数値として設

定してきた数値をモニタリング指標にする

と述べられています。確かに数値目標のみ

での状況把握が難しいのかもしれません

が、それならば数値に代わる具体的な目標

設定を盛り込む等の方策が求められるので

はないでしょうか。目標数値をモニタリン

グ指標に「格下げ」するだけに見えること

は、市が政策に対して消極性になったよう

に受け取られる危険性があります。たとえ

ば推進体制の整備等、どこかに１つでも新

規の具体策を盛り込み、「第４章 目標」と

し、モニタリング指標とともにその具体策

の実現を目標として掲げていただき、市の

積極的な推進姿勢を市内外に向けて明らか

にしてくださることを願います。 

目標数値については、達成しそうな目標

ではなく、大きく掲げるべきです。それで

も、途中で達成した場合には、目標数値を改

定することを明記すればよいと考えます。 

ウィングス京都という歴史や実績のある

公共空間を、民間活用という名目で目先の

利益に飛び付いてひと儲けしたいだけの特

定業者に私物化させないでいただきたいで

す。 

カネを払ったり事業者関係であったり

と、特定条件じゃないと立ち入れない空間

に変質させることにより、ただでさえ市内

で減少している出入り自由な居場所や行き

場がまた狭められることにつながります。 

 ウィングス京都の本来機能を損なうこと

なく、施設認知度の更なる向上や幅広い世

代の利用促進に向け、民間活力も取り入れ

ながら、より開かれた公共施設を目指して

いきます。 
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SOGI など多様性への理解を深める取組

も、もう少し書き込んでほしいと感じまし

た。 
 多様な性のあり方への理解については、

本計画の他、京都市の今後の人権施策の基

本方針等を定めた「京都市人権文化推進計

画」を通じ、担当課とも連携しながら、普

及・啓発に取り組んでいきます。 

読み込み不足かもしれませんが、男女と

いう性に焦点を当てた計画と理解しまし

た。将来的には、男女だけに限らずＬＧＢＴ

Ｑにももう少し焦点を当て、全ての性を対

象とした計画としてはどうかと考えます。 

全体として「性別や性的指向・性自認にか

かわらず、誰もが平等に個人として尊重さ

れ、権利が認められる社会」「ジェンダー平

等」という考えが弱いと感じます。「男女共

同参画」という言葉にこだわるのではなく、

「ジェンダー平等」の精神を正しく広げる

ことを目的とした計画にすべきです。「ジェ

ンダー平等」の言葉が知られていないのな

ら、その意味を明記すればよいと考えます。 

ジェンダー（社会的・文化的につくられる

性別）に基づく偏見や不平等を解消するこ

とは、本計画が目指す、誰もが個人として尊

重される社会の実現にもつながるものであ

ると考えています。 

本計画を通じて、御指摘の性別や性的指

向・性自認における多様性も含め、幅広く多

様な人々を包摂し、全ての人が幸福を感じ

られる社会の実現に向けて取り組んでいき

たいと考えています。 

公立中学校の一部の体育の授業で男女別で

授業を行っている（男女別修） 

今は共修で一緒に授業をするべきではない

か 

中学校の時点でこのような形態は男女共同

参画社会に反するのでは？ 

早急に調査して改善していくべき 

京都市立中学校の体育授業については、

文部科学省が定める学習指導要領を踏ま

え、原則、男女共習で実施しています。 

ただし、実施種目の特性や学校状況など

を踏まえ、各校において配慮を要すると判

断される場合には、男女別で実施すること

があります。 

体力や技能の程度、性別や障害の有無等

にかかわらず、運動の多様な楽しみ方を共

有できるよう、体育授業の充実に努めてい

きます。 

性別固定観念や男性の抱える生きづらさ

は、小さい時から植えつけられているもの

です。子育てにあたって気をつけています

が、保育園で、男の子は女の子に優しくして

ね、と発言されている先生がいました。教育

の現場で、男だから、女だから、という発言

をされないよう気をつけてほしいです。 

 御指摘のとおり、性別役割分担意識やア

ンコンシャス・バイアスは幼少期から周囲

の言動により人々の意識に根付く側面を有

していると考えています。 

保育や教育の現場における男女共同参画の

正しい啓発については、今後も関係部局間

で連携しながら努めていきます。 
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夫婦のいずれかの氏を選択しなければ結婚

できない制度を採用している国は世界中で

日本だけである。国連の女性差別撤廃委員

会は夫婦同姓を義務づける民法の規定を見

直し、選択的夫婦別姓を導入するよう通算 4

度勧告した。世界ジェンダーギャップが 148

カ国のうち日本は 118 位で、G7の中で圧倒

的に最下位に甘んじている理由がここにも

ある。 

本計画の中に、選択的夫婦別姓の実現を果

たすことを明言するべきである。夫婦別姓

は家庭を壊すなど根拠のない精神論は反対

理由にならない。女性の人権を尊重し、社会

進出を促す上でも別姓を選択できる制度に

するべきである。 

 選択的夫婦別姓については、婚姻制度や

家族のあり方と関係する重要な問題とし

て、国民の間に様々な意見があることを踏

まえ、国において丁寧な議論が進められる

べきものと考えています。 

 今後も、国における議論の動向や司法の

判断、世論等を注視していきます。 

選択的夫婦別姓の実現が遠のくような社会

になってほしくありません。 


